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第１章  施設整備方針  

１ 新ごみ処理場整備の背景  

柏崎市（以下「本市」という。）では、現在、本市及び刈羽村から発生する

ごみをクリーンセンターかしわざき内にあるごみ処理場（以下「現ごみ処理場」

という。）にて処理している。現ごみ処理場は、平成４年（１９９２年）４月

に稼働し、当初稼働から２０年での整備を計画していたが、平成１９年（２０

０７年）に発生した新潟県中越沖地震により損傷した煙突を新設したことから

施設の延命化を決定し、令和７年度（２０２５年度）までの施設稼働を目標と

した大規模修繕を平成２２年度（２０１０年度）～平成２６年度（２０１４年

度）に実施した。  

平成２７年度（２０１５年度）に行った精密機能検査では、これまで計画的

な補修・整備を実施してきたことより、現状の維持管理状況は良好であること

が確認されている一方、運転管理面で維持管理費の削減を図っていくことが必

要とされている。  

また、ごみの排出量が減っていることから現ごみ処理場の計画処理能力（１

６０ｔ／日）と実際に必要とされる処理能力（１００ｔ／日程度）に差が開き

始めていたため、運転管理面での維持管理方法の見直しや耐用年数を考慮した

新ごみ処理場の整備計画の立案を検討するため、本市では平成２８年度（２０

１６年度）に柏崎市ごみ処理場更新構想（以下「更新構想」という。）を策定

した。  

さらに、更新構想を受け、本市は、平成２９年度（２０１７年度）に柏崎市

ごみ処理場整備実施計画を策定した。本市は、同計画を策定する中で、ごみ処

理場在り方検討委員会を設置し、今後のごみ処理の在り方についてあらゆる可

能性を検討・評価することにより、最も合理的かつ経済的な施設の整備方針と

して、発電付きの新ごみ処理場を建設することを決定した。 

 

２ 一般廃棄物中間処理施設に求められる役割  

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃掃法」という。）は、昭和

４５年（１９７０年）、地域社会の生活環境や衛生確保を主眼に適正処理を確

保するための規制を中心に制定されており、一般廃棄物中間処理施設の本来の

役割は、安定した衛生処理にある。 

その後、廃掃法は平成３年（１９９１年）に地球環境問題を背景に廃棄物の

排出抑制・適正なリサイクルを推進する観点に立ち、大幅な改正が行われてい

る。さらに、平成１２年（２０００年）に循環型社会形成推進基本法が制定さ

れ、同法において処理の優先順位が高いものから順に、発生抑制、再使用、再

生利用、熱回収及び適正処分と位置付けられるとともに、近年では一般廃棄物

中間処理施設において積極的な熱回収が行われるようになっている。 

また、国は平成３０年（２０１８年）６月１９日に閣議決定した「廃棄物処

理施設整備計画」の中で、基本理念として「基本原則に基づいた３Ｒの推進」
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「気候変動や災害に対して強靭かつ安全な一般廃棄物処理システムの確保」

「地域の自主性及び創意工夫を活かした一般廃棄物処理施設の整備」の３点を

掲げており、一般廃棄物中間処理施設においては、より効率の高いエネルギー

回収、災害等に対する強靭化、地域に新たな価値を創出するなどの付加価値も

求められている。 

 

３ 施設整備方針  

本市では、平成２９年（２０１７年）３月に柏崎市第五次総合計画（以下「第

五次総合計画」という。）を策定しており、新ごみ処理場の施設整備方針は、

第五次総合計画の内容を踏まえて決定する。 

 

(１) 循環型社会を推進する施設 

ア ごみの発生抑制、再使用、再生利用を推進したうえで適正処理を行い、

処理で発生する熱や灰等を有効に活用する。 

イ 環境負荷低減や公害防止等、環境に十分に配慮した設備を備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 市民が身近で安全・安心を感じられる施設 

ア 市民生活に密着した利便性の高い施設を目指す。 

イ 新潟県中越沖地震を教訓にした災害に強い強靭な施設とする。 

 

 

 

 

 

【第五次総合計画で該当する課題・基本方針・施策】 

主要課題「防災・生活・環境 ～市民生活の安全性の向上」 

基本方針「豊かな環境を守る『頼もしさ』をつくる」 

施策：ごみの適正処理の推進 

：ごみの発生抑制・再使用・再生利用の推進 

基本方針「快適な生活環境をささえる『頼もしさ』をつくる」 

施策：ごみの適正処理の推進 

【第五次総合計画で該当する課題・基本方針・施策】 

主要課題「防災・生活・環境 ～市民生活の安全性の向上」 

基本方針「市民の生活を守る『頼もしさ』をつくる」 

施策：災害に備えた防災インフラの整備 
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(３) 高効率なエネルギー回収を可能とする施設 

ア 柏崎地域エネルギービジョンの実現に向けて、エネルギーの地産地消に

留まらず、将来の地産他消を見据えたベース電源のひとつとする。 

 

 

 

 

 

 

(４) ふるさとの環境を守る施設 

ア 児童・生徒をはじめ、循環型社会の推進や環境問題について学べる施設

とする。 

イ 温暖化対策や生物多様性の保全に対する意識啓発、不法投棄防止と環境

美化の推進など、豊かな自然環境を維持・保全するための拠点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 経済性に優れた施設 

ア 設備の適切な規模、効率的な配置、省エネルギー化を検討し、経済的か

つ高効率的な施設建設及び管理運営を実現する。  
 

 

 

 

 

【第五次総合計画で該当する課題・基本方針・施策】 

主要課題「防災・生活・環境 ～市民生活の安全性の向上」 

基本方針「豊かな環境を守る『頼もしさ』をつくる」 

施策：次世代エネルギーの活用による温暖化対策の推進 

【第五次総合計画で該当する課題・基本方針・施策】 

主要課題「防災・生活・環境 ～市民生活の安全性の向上」 

基本方針「豊かな環境を守る『頼もしさ』をつくる」 

施策：温暖化対策に対する意識啓発 

：生物多様性の保全に対する意識啓発 

：不法投棄の防止と環境美化の推進 
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第２章  施設整備に係る基本条件  

１ 建設用地の選定  

本市は、平成２９年度（２０１７年度）に策定した柏崎市ごみ処理場整備実

施計画の中で、新ごみ処理場をクリーンセンターかしわざき敷地内に建設する

ことを決定している。 

 

２ 立地条件  

(１) 位置 

新ごみ処理場の建設用地は、クリーンセンターかしわざき敷地内のし尿処

理施設を解体した跡地を含めた用地とする。 

新ごみ処理場の建設用地の位置図を図 ２-１に示す。また、建設用地の現

況図を図 ２-２に示す。 

 

建設用地

柏崎市

刈羽村

 
図 ２-１ 建設用地の位置図 
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敷地

建設用地

【凡例】

 

図 ２-２ 建設用地の現況図 

 

(２) 都市計画事項 

ア 用途地域    ：白地地域（非線引き都市計画区域） 

イ 建ぺい率    ：７０％ 

ウ 容積率     ：２００％ 

エ 道路高さ制限  ：勾配１.５ 

オ 隣地高さ制限  ：３１ｍ+勾配１.５ 

カ 防火・準防火地域：指定なし（建築基準法第２２条区域） 

キ 日影規制    ：なし 

ク 緑地率     ：５％以上 

ケ 環境施設面積率 ：１０％以上 

 

(３) ユーティリティ条件 

ア 電気      ：受電電圧    高圧 

イ 用水      ：プラント用水  上水及び河川水 

：生活用水    上水 
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ウ 燃料      ：灯油 

エ 排水      ：プラント排水は、場内で再利用し、場外には排出し 

ない 

：生活排水は、合併浄化槽で処理後、河川へ放流 

：雨水は、河川へ放流 

オ 電話      ：電話事業者の電話線から引き込み工事を行う 

 

(４) その他 

建設用地南側には鯖石川が流れており、建設用地の一部は河川保全区域に

該当している。 

 

３ 搬入・搬出車両条件  

(１) 搬入車両の種類と諸元 

処理対象物ごとの搬入車両の車種は、今後整理するものとし、道路構造令

において、高速道路などの規格の高い道路を除き、その他の道路を通行が可

能である普通自動車を最大搬入車両として想定する。したがって、最大搬入

車両の諸元は、道路構造令により、長さ１２ｍ、幅２.５ｍ、高さ３.８ｍ、

軸間距離６.５ｍ、最小回転半径１２ｍと想定する。 

 

(２) 搬出車両の種類と諸元 

搬出する最終生成物の引取先を現時点で想定することは困難であることか

ら、最終生成物ごとの搬出車両の車種は、今後整理する。最大搬出車両の諸

元は、搬入車両と同様に、道路構造令の普通自動車の諸元である長さ１２ｍ、

幅２.５ｍ、高さ３.８ｍ、軸間距離６.５ｍ、最小回転半径１２ｍと想定する。 

最終生成物の資源化に際して、フルトレーラー等の道路構造令の普通自動

車の諸元を超える大きさの車両を使用することで、運搬費を低減できる可能

性があるため、最終生成物の資源化業者と協議を行っていく。 
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第３章  処理対象物の種類と施設規模 

１ 新ごみ処理場の処理対象物について  

(１) 処理対象物となる廃棄物 

ア 現ごみ処理場で処理対象としている廃棄物 

① 燃やすごみ  

エネルギー回収型廃棄物処理施設で焼却処理する。 

② 燃やさないごみ  

マテリアルリサイクル推進施設で破砕処理し資源回収を行う。可燃残

渣はエネルギー回収型廃棄物処理施設で焼却処理する。 

③ 粗大ごみ  

マテリアルリサイクル推進施設で破砕処理し資源回収を行う。可燃残

渣はエネルギー回収型廃棄物処理施設で焼却処理する。 

④ 海岸清掃をはじめとするボランティア清掃ごみ  

環境施策では減量対策が必要である一方、発生した海岸漂着物等のボ

ランティア清掃ごみは適切な処理が必要であり、発生量の予測が難しい

状況ではあるが、一定量の処理量を確保する。 

 

イ 剪定枝・庭の草 

家庭から排出される剪定枝・庭の草は、市内の資源化業者の処理能力が

不足すること、現在のごみ処理場には前処理設備の処理能力不足と大規模

な熱回収設備が設置されていないことから、市外業者に資源化を委託して

いる。しかし、年々回収量が増加しており、委託費用の増加、一次保管場

所の逼迫が課題となっている。 

新ごみ処理場は、高効率なエネルギー回収を可能とする施設を整備方針

としていることから、バイオマスの一部であり、光合成によって二酸化炭

素の吸収・固定を行った結果として発生する剪定枝・庭の草を焼却処理し

て廃棄物エネルギーを利活用する。また、３Ｒの観点から最終生成物とし

て生じる焼却灰は資源化し、リサイクル率を向上させる。 

 

ウ 災害廃棄物 

新潟県中越沖地震の被災経験により、災害廃棄物処理は災害復旧・復興

に向けた重要課題であることを確認した。 

国は平成３０年（２０１８年）５月に閣議決定している「廃棄物処理施

設整備計画」において「災害廃棄物の強化」を掲げている。 

循環型社会形成推進交付金において交付率１/２の要件として「災害廃棄

物受け入れに必要な設備を整えること」を指定している。 
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(２) 処理対象物から除外する廃棄物 

ア し尿汚泥 

し尿汚泥は現ごみ処理場の処理対象物であるが、令和７年度（２０２５

年度）の新し尿等受入施設建設により現し尿処理施設を廃止するため発生

しない。 

 

イ 下水道汚泥 

下水道汚泥は、ごみ処理場整備実施計画（平成２９年度（２０１７年度））

では処理対象物とした。しかし、新ごみ処理場の建設用地が狭小で汚泥処

理設備設置が困難であり、また、設置した場合、施設運営に支障をきたす

おそれがあること、現状下水道事業において汚泥のエネルギー回収と処理

の体制が十分に整備されていることから、本事業では処理対象外とする。 

下水道汚泥と一般廃棄物の共同処理によるエネルギー回収と処理の効率

化は国が進める事業であり先進事例もある。今後、自然環境浄化センター

の汚泥のエネルギー回収設備の整備に向けて、新ごみ処理場での共同処理

の可能性について上下水道局と協議検討を行う。 

 

２ 施設規模  

(１) エネルギー回収型廃棄物処理施設（焼却施設） 

ア 処理対象物量の推移 

① 燃やすごみ及び燃やさないごみ・粗大ごみ処理後の残渣  

エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理対象物のうち、剪定枝・庭の

草及び災害廃棄物を除く処理対象物について、一般廃棄物処理基本計画

（平成２８年（２０１６年）３月）（以下「一廃計画」という。）におけ

る処理対象物の推計値と実績値の乖離状況を図 ３-１に示す。直近の平

成３０年度（２０１８年度）は、実績値が推計値よりも１６８t 下回る

結果であった。 

平成３１年度（２０１９年度）以降、実績値と推計値の乖離が大きく

なるかどうかは今後注視していく必要がある。なお、新ごみ処理場の稼

働を計画する令和１１年度（２０２９年度）に対し、一廃計画の推計は

令和７年度（２０２５年度）までであることから、今回は一廃計画の推

計を延長したうえで令和１１年度（２０２９年度）の推計値を求めた。 
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図 ３-１ 処理対象ごみ量の推移（燃やすごみ・粗大残渣） 

※実績値は燃やすごみ搬入量の計量データを基に整理しているため、し尿汚泥の処理量

を含んでいない。 

 

② 海岸清掃をはじめとするボランティア清掃ごみ  

近年、マイクロプラスチックなどを含む海岸漂着ごみが、全国的、国

際的な問題となっている。海岸清掃をはじめとするボランティア清掃ご

みは、発生量の予測が難しい状況ではあるが、一定量の処理量を確保す

ることとし、平成３０年度（２０１８年度）の実績１４０ｔを見込むこ

ととする。 

 

③ 剪定枝・庭の草  

家庭から排出される剪定枝・庭の草について、一廃計画における処理

対象物の推計値と実績値の乖離状況を図 ３-２に示す。剪定枝・庭の草

の発生量は、令和１１年度（２０２９年度）に向けて減少する推計であ

るが、過去５か年の実績値は増加している。直近の平成３０年度（２０

１８年度）は、実績値が推計値よりも２９３t 上回っている。 

剪定枝・庭の草の排出量は、人口の増減に必ずしも影響を受けるわけ

ではなく、一廃計画の推計と異なり、減少傾向には無いことから、直近

５か年の平均値１,１８４ｔを令和１１年度（２０２９年度）の推計値と

して暫定的に設定する。 
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図 ３-２ 処理対象ごみ量の推移（剪定枝・庭の草） 

 

④ 災害廃棄物  

災害廃棄物の処理対象物量については、損壊家屋等の撤去等に伴い生

じる廃棄物だけでも焼却処理対象物として考えられる廃棄物として合計

９９,９９７t となり、平常時の計画年間処理量をはるかに超える量が想

定されている。そのまま処理量として見込むと平常時の処理量と大きく

乖離し、稼働率が大きく下がる。この場合、経済的ではないことに加え

安定運転にも支障をきたすことから、災害廃棄物を除いた計画処理量の

約 1 割を見込むこととする。 

 

表 ３-１ 想定災害による災害廃棄物の種類別発生量（焼却対象） 

項 目 想定発生量(t/年) 

木くず 87,680 

可燃物 10,080 

畳 2,237 

合計 99,997 

※損壊家屋等の撤去等に伴い生じる廃棄物のみから焼却対象を推計 

 

イ 計画目標年度の設定 

計画目標年度とは、今後、新ごみ処理場の施設規模を設定するうえで根

拠となる計画年間処理量を設定するための年度である。 

「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 ２０１７改訂版（社団法人 全

国都市清掃会議）」（以下「計画・設計要領」という。）によると、計画目標

年度は「ごみ処理基本計画に基づき、将来予測の確度、施設の耐用年数、

投資効率及び今後の施設の整備計画等を勘案して定める。」ことが示されて

いる。本市は、減量化及び資源化を推進し、ごみ排出量の削減に努めてお

り、図 ３-１のようにごみ排出量は年々減少していくことから、年間処理
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量が新ごみ処理場稼働後最大となる稼働年度の令和１１年度（２０２９年

度）を計画目標年度とする。 

 

ウ 計画年間処理量の設定 

計画目標年度（令和１１年度（２０２９年度））における計画年間処理量

は、以下の表 ３-２のとおり設定する。 

 

表 ３-２ 計画年間処理量の整理 

項 目 
令和 11 年度（2029 年度）の 

計画年間処理量(t/年) 

燃やすごみ及び可燃残渣 18,204 

海岸漂着ごみ 140 

剪定枝・庭の草 1,184 

小計 19,528 

災害廃棄物量（上記の１割） 1,953 

合計 21,481 

 

エ 施設規模の設定 

計画・設計要領に基づく以下に示す算定方法により、施設規模は約８０

t/日となる。 

 

計画年間日平均処理量 58.9t/日÷0.767÷0.96＝79.99≒80t/日 

 

 
図 ３-３ エネルギー回収型廃棄物処理施設の施設規模の算定方法 

 

【施設規模の算定方法】 

施設規模＝計画年間日平均処理量（※１）÷実稼働率(※２)÷調整稼働率（※３） 

 ※１…計画年間日平均処理量＝計画目標年次年間平均処理量÷年間日数 

＝21,481t/年÷365 日/年＝58.9t/日 

 ※２…実稼働率＝想定稼働日数÷年間日数 

        ＝280 日÷365 日≒0.767 

     想定稼働日数：365 日－85 日（年間停止日数）＝280 日 

     年間停止日数：補修整備期間30日＋補修点検期間15日×２回＋全停止

期間７日＋起動に要する日数３日×３回＋停止に要す

る日数３日×３回＝85日 

 ※３…調整稼働率：（365 日－14 日）÷365 日≒0.96 

（突然の故障の修理や、やむを得ない一時休止が年間２週間程度あると想定した

稼働率） 
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オ まとめ 

エネルギー回収型廃棄物処理施設の施設規模を表 ３-３に示す。また、

図 ３-４では施設規模設定の前提となる２６９日稼働（調整稼働率も考慮）

と、近年実績のある３００日稼働の処理能力とごみ処理量の将来推計値を

比較した。 

表 ３-３ 新ごみ処理場の施設規模 

項目 施設規模 

新ごみ処理場 80 t/日 

【参考】現ごみ処理場 160 t/日 
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年
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(年度)

平時のごみ 災害廃棄物

②新ごみ処理場の処理能力

（300日稼働時）

稼働

予定
①新ごみ処理場の処理能力

（269日稼働時）

実績値 推計値

 
※①新ごみ処理場の処理能力（269 日稼働時）21,520t/年＝（施設規模 80 日 t/年）×（年間実稼働日数 269 日） 

※②新ごみ処理場の処理能力（300 日稼働時）24,000t/年＝（施設規模 80 日 t/年）×（年間実稼働日数 300 日） 

図 ３-４ 年間処理量の将来推計値と処理能力 

 

(２) マテリアルリサイクル推進施設（燃やさないごみ・粗大ごみ処理施設） 

ア 処理対象物量の推移 

マテリアルリサイクル推進施設の処理対象物は、燃やさないごみ及び粗

大ごみである。 

処理対象物について、一廃計画における処理対象物の推計値と実績値の

乖離状況を図 ３-５に示す。 

平成３０年度（２０１８年度）の実績では、実績値が推計値を４７t 下

回っている。 
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図 ３-５ 処理対象ごみ量の推移（燃やさないごみ・粗大ごみ） 

 

イ 計画年間処理量の設定 

一廃計画の推計と実績の乖離が少ないことから、一廃計画における推計

を基に計画年間処理量を設定する。計画年間処理量は、１,２１３t とする。 

 

ウ 計画目標年度の設定 

計画目標年度は、エネルギー回収型廃棄物処理施設と同様に令和１１年

度（２０２９年度）とする。 

 

エ 施設規模の設定 

施設規模の設定は、計画・設計要領に基づき、図 ３-６に示す算定方法

に基づき設定する。マテリアルリサイクル推進施設の施設規模は、６.１t/

日となる。 

 

1,213ｔ/年÷365 日/年÷0.657×1.20＝6.1t/日 

 

図 ３-６ マテリアルリサイクル推進施設の施設規模の算定方法 

マテリアルリサイクル推進施設の施設規模 

  ＝計画年間日平均処理量（※１）÷実稼働率（※２）×月変動係数（※３） 

   

 ※１…計画年間日平均処理量＝計画目標年次年間平均処理量÷年間日数 

 ※２…実稼働率＝想定稼働日数÷年間日数 

        ＝240 日÷365 日≒0.657 

     想定稼働日数：365 日－125 日（年間停止日数）＝240 日 

     年間停止日数：土日104日＋国民の祝日16日＋年末年始５日＝125日 

 ※３…月変動係数：1.20（平成 26 年度（2014 年度）から平成 30 年度（2018 年

度）の月最大変動係数の平均） 
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３ 今後の課題  

施設規模の設定については、新ごみ処理場の稼働開始までの期間が長いこと

から、今後のごみ量の推移に応じて評価を行う。特に、ごみ量推計の基となる

人口及び１人１日当たりの排出量について推計と実績の比較を行い、施設規模

の検証を行う。
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第４章  計画ごみ質  

１ 過年度のごみ質分析結果に基づく計画ごみ質の推定  

エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理対象物は、現ごみ処理場の焼却対象

物から、し尿汚泥を除き、剪定枝・庭の草を追加する予定である。通常は、過

年度のごみ質分析結果から、これから整備するごみ焼却施設の計画ごみ質を設

定するが、エネルギー回収型廃棄物処理施設の計画ごみ質設定に当たっては、

処理対象物が変更となることを考慮する必要がある。 

ここでは、まず過年度のごみ質分析結果から計画ごみ質を整理し、その後に

処理対象物の変更による影響を検討する。 

 

(１) ごみ質分析の結果 

本市における、過去３年間のごみ質分析の結果を表 ４-１に示す。
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表 ４-１ ごみ質分析の結果 

年度

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% 41.7 46.7 52.0 43.3 43.1 46.6 42.7 61.2 54.1 55.3 51.7 49.1 49.1 49.9 52.9 46.9 45.2 48.1 55.9 55.2 47.4 51.8 48.7 55.7 54.6 55.3 51.4 66.9 55.2 58.3 42.7 47.4 52.5 49.8 48.7 58.3 50.98

% 37.8 36.6 28.9 38.0 38.3 35.7 36.4 22.8 30.8 31.8 33.5 38.5 35.0 36.1 30.3 37.0 37.3 35.8 29.6 31.5 37.1 31.0 34.7 29.4 33.5 32.2 33.8 18.8 29.1 27.1 38.9 35.7 34.3 34.7 38.8 26.1 33.25

% 7.4 4.1 7.4 6.4 6.1 5.4 9.1 5.2 2.5 2.0 3.0 2.9 2.1 0.9 5.0 5.0 3.8 3.8 2.5 2.3 1.1 1.4 1.7 1.9 0.6 1.1 2.4 2.8 2.1 2.7 3.3 3.8 1.3 1.7 1.3 1.3 3.26

% 11.8 11.9 11.1 11.7 11.9 11.5 10.4 10.0 11.5 10.3 11.1 8.9 10.5 11.7 11.1 9.9 11.5 9.7 11.4 9.8 13.5 15.3 14.3 12.6 10.7 10.7 11.7 9.8 10.0 9.9 10.4 8.8 11.2 9.0 9.8 13.4 11.08

% 0.9 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 1.1 0.6 0.9 0.3 0.3 0.3 1.8 0.8 0.4 0.9 0.9 2.3 0.3 0.9 0.6 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 1.3 3.2 1.0 3.1 3.4 0.4 4.6 1.0 0.2 0.97

% 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 1.5 0.6 0.3 0.3 1.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 1.6 0.9 0.3 0.2 0.4 0.7 0.46

t/㎥ 0.135 0.175 0.175 0.183 0.206 0.197 0.155 0.155 0.205 0.165 0.158 0.119 0.163 0.180 0.185 0.175 0.165 0.165 0.165 0.166 0.186 0.183 0.161 0.162 0.192 0.173 0.163 0.145 0.159 0.142 0.155 0.156 0.196 0.183 0.145 0.184 0.169

% 38.3 48.2 39.6 46.1 50.9 52.7 36.0 19.9 33.8 34.9 28.7 21.4 49.5 60.1 39.9 40.9 43.8 46.7 32.1 31.6 36.8 40.7 33.3 24.6 34.3 31.1 30.2 43.7 57.2 59.5 52.8 39.5 43.0 30.5 20.5 36.5 39.1

% 11.4 11.4 10.5 10.0 10.5 10.0 10.0 10.0 9.5 10.4 9.6 10.5 10.9 8.8 10.5 10.5 10.4 10.0 9.6 10.0 10.0 10.0 10.0 9.6 10.0 10.0 10.0 11.2 10.4 9.6 10.0 10.4 9.6 9.6 9.6 10.0 10.1

% 50.3 40.4 49.9 43.9 38.6 37.3 54.0 70.1 56.7 54.7 61.7 68.1 39.6 31.1 49.6 48.6 45.8 43.3 58.3 58.4 53.2 49.3 56.7 65.8 55.7 58.9 59.8 45.1 32.4 30.9 37.2 50.1 47.4 59.9 69.9 53.5 50.7

kcal/kg 2,050 1,547 2,025 1,715 1,453 1,383 2,227 3,040 2,361 2,264 2,616 2,944 1,504 1,061 2,007 1,958 1,814 1,684 2,444 2,450 2,186 1,992 2,364 2,823 2,313 2,474 2,523 1,783 1,135 1,056 1,375 2,033 1,893 2,524 3,030 2,203 2,063

kJ/kg 8,581 6,476 8,477 7,179 6,082 5,789 9,322 12,725 9,883 9,477 10,951 12,324 6,296 4,441 8,401 8,196 7,593 7,049 10,231 10,256 9,151 8,339 9,896 11,817 9,682 10,356 10,561 7,464 4,751 4,420 5,756 8,510 7,924 10,565 12,684 9,222 8,634

kcal/kg 2,415 1,835 2,387 2,033 1,725 1,646 2,623 3,564 2,778 2,666 3,072 3,452 1,785 1,276 2,367 2,310 2,145 1,997 2,871 2,881 2,575 2,348 2,781 3,311 2,723 2,910 2,962 2,109 1,362 1,269 1,639 2,396 2,234 2,967 3,552 2,594 2,432

kJ/kg 10,110 7,680 9,990 8,510 7,220 6,890 10,980 14,920 11,630 11,160 12,860 14,450 7,470 5,340 9,910 9,670 8,980 8,360 12,020 12,060 10,780 9,830 11,640 13,860 11,400 12,180 12,400 8,830 5,700 5,310 6,860 10,030 9,350 12,420 14,870 10,860 10,181

190 190 190 190 191 191 189 189 189 189 189 189 190 191 189 190 190 190 189 189 189 190 189 189 189 189 189 190 191 191 190 190 190 189 189 189 190

kcal/kg 2,600 1,991 2,407 2,197 1,893 1,772 2,772 3,416 2,818 2,735 3,163 3,665 1,912 1,390 2,414 2,470 2,307 2,128 2,889 2,937 2,737 2,402 2,900 3,315 2,819 2,980 3,064 1,980 1,407 1,287 1,809 2,535 2,340 3,082 3,764 2,555 2,524

kJ/kg 10,895 8,342 10,087 9,207 7,932 7,423 11,616 14,312 11,808 11,458 13,255 15,354 8,012 5,824 10,116 10,350 9,665 8,916 12,103 12,308 11,470 10,062 12,151 13,889 11,810 12,487 12,840 8,296 5,897 5,392 7,579 10,622 9,803 12,913 15,771 10,706 10,574

kcal/kg 3,476 2,805 3,134 2,982 2,669 2,481 3,579 4,092 3,538 3,519 3,975 4,641 2,645 2,007 3,154 3,279 3,100 2,837 3,620 3,700 3,562 3,130 3,719 4,081 3,615 3,774 3,886 2,572 2,002 1,856 2,503 3,270 3,077 3,774 4,690 3,238 3,277

kJ/kg 14,563 11,754 13,133 12,494 11,182 10,397 14,997 17,147 14,824 14,745 16,653 19,446 11,084 8,408 13,214 13,739 12,991 11,889 15,167 15,501 14,927 13,115 15,583 17,099 15,145 15,813 16,283 10,775 8,387 7,775 10,488 13,699 12,893 15,813 19,651 13,569 13,732

kcal/kg 3,675 2,975 3,347 3,157 2,828 2,638 3,788 4,388 3,765 3,743 4,216 4,895 2,811 2,138 3,363 3,471 3,283 3,009 3,858 3,933 3,769 3,336 3,943 4,346 3,837 4,010 4,122 2,785 2,147 1,999 2,649 3,462 3,268 3,994 4,944 3,468 3,482

kJ/kg 15,399 12,466 14,025 13,227 11,848 11,054 15,872 18,387 15,777 15,683 17,664 20,511 11,777 8,956 14,090 14,545 13,754 12,609 16,164 16,481 15,791 13,976 16,519 18,209 16,079 16,802 17,271 11,667 8,995 8,377 11,100 14,506 13,694 16,733 20,715 14,529 14,590

kcal/kg 3,855 3,129 3,543 3,315 2,971 2,780 3,977 4,663 3,974 3,947 4,436 5,124 2,961 2,256 3,554 3,645 3,447 3,165 4,076 4,147 3,955 3,524 4,146 4,589 4,041 4,225 4,337 2,983 2,280 2,132 2,781 3,636 3,442 4,193 5,172 3,679 3,669

kJ/kg 16,153 13,111 14,844 13,888 12,450 11,650 16,663 19,538 16,651 16,540 18,585 21,471 12,406 9,453 14,892 15,274 14,444 13,262 17,079 17,377 16,572 14,764 17,370 19,228 16,930 17,705 18,170 12,501 9,552 8,931 11,651 15,236 14,424 17,568 21,672 15,417 15,373

種類別組成に
よ る 推 算

三 成 分 式

低位発熱量

　※αを計算

灰 分

可 燃 分

Dulong の 式

Steuer の 式

scheurer-
Kestner の 式

平均

ご
み
組
成

紙 、 布 類

合 成 樹 脂 類

木材・わら類

厨 芥 類

不 燃 物

そ の 他

平成２８年度（２０１６年度） 平成２９年度（２０１７年度） 平成３０年度（２０１８年度）

単位容積重量

三
成
分

水 分

低
位
発
熱
量

 

※１ １kJ ＝ 4.186kcal 

※２ 三成分値による推算  Hl=αB-25W 

Hl：低位発熱量(kJ/kg) α：220(計画設計要領より） B：ごみ中の可燃分（％） W：水分(％) 

低位発熱量・三成分よりαを計算する式  α＝（Hl＋25W）/B 

※３ 種類別組成による推算  Hｌ=β(B-P)+γP-25W 

Hl：低位発熱量(kJ/kg) β：180(計画設計要領より） γ：300（計画設計要領より） Ｐ：ごみ中のプラスチック類（％） B：ごみ中の可燃分（％） W：水分(％) 
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(２) 処理対象物の計画ごみ質 

計画ごみ質は、計画・設計要領に示された設定方法に基づき設定した。 

ア 低位発熱量 

ごみ質分析の値は、三成分からの推定値であり、特にごみ組成における

「合成樹脂類」の割合が大きい現ごみ処理場については、実態と乖離して

いる可能性が高いため、低位発熱量の推算方法の１つである、種類別組成

からの推算により低位発熱量を求めた。 

 

イ 灰分 

計画・設計要領の中で、ごみ質分析結果の値が現実と乖離する場合が多

く、実際の処理量に対する焼却灰等の発生量、薬剤の添加量等から灰分の

値を推定し、妥当性を検証することが望ましいとされている。したがって、

現ごみ処理場での焼却処理量、焼却灰等発生量、薬剤等購入量から灰分の

値を推定し、妥当性の検証を行った。その結果、焼却処理量等から推定し

た値とごみ質分析結果の平均値は大きな乖離が見られなかったため、ごみ

質分析結果の値を採用することとした。 

現ごみ処理場の処理対象物と新ごみ処理場の処理対象物が異なる点も考

慮して、計画ごみ質を整理した結果を表 ４-２に示す。 

 

表 ４-２ 計画ごみ質のまとめ 

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

(kJ/kg) 6,300 10,400 14,500

(kcal/kg) 1,500 2,500 3,500

水分 (％) 56.7 39.9 23.1

灰分 (％) 10.4 10.1 9.6

可燃分 (％) 32.9 50.0 67.3

(kg/m3) 201 170 139単位容積重量

低位発熱量

三
成
分

 

（可燃分（基準ごみ）中の元素組成） 

炭素C 水素H 窒素N 硫黄S 塩素Cl 酸素O 可燃分

元素組成 59.24% 8.37% 1.48% 0.06% 1.12% 29.73% 100.00%  

 

(３) 今後の課題 

設定した計画ごみ質の低位発熱量は、近年の他自治体と比較して高い設定

となっている。現状は低位発熱量の実測を行っていないため、今後、ボンブ

熱量計による実測（ＪＩＳ Ｍ ８８１４）を行い、詳細なデータを基に検証

していく。
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第５章  環境保全計画  

１ 環境保全計画の目的  

新ごみ処理場では、ごみ処理に伴い発生する排ガス、排水、騒音、振動及び

悪臭による周辺環境への影響が懸念される。このため、環境保全計画として、

排ガスをはじめとする各種項目の公害防止基準を定めるとともに、排ガスの拡

散に大きな影響を及ぼす煙突高さの検討を行う。 

特に、排ガスの設計基準値は市民からの関心も高いため、重点的に検討を行

う。多くのごみ処理場では、大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法

において定められる基準値に対して、さらに厳しい基準値を自主的に設けてい

る。 

一方で、排ガスの設計基準値を厳しく設定することは、建設費及び維持管理

費の増大につながるため、施設の処理規模や近隣自治体の事例における設計基

準値、技術的な動向及び経済面を考慮した合理的な設定を行う。 

 

２ 環境保全対策  

(１) 排ガス基準値 

ア 現ごみ処理場及び近隣自治体の施設における排ガス設計基準値 

現ごみ処理場の排ガス基準値及び近隣自治体のうち近年竣工した施設及

び建設が計画されている施設の排ガス基準値を表 ５-１に示す。 

近隣自治体においては、ばいじんが０.０１～０.０２g/m3N、塩化水素が

３０～２００ppm、硫黄酸化物が３０～１００ppm、窒素酸化物が１００ppm、

ダイオキシン類が０.１～０.５ng-TEQ/m3N で設定されている。水銀につい

ては、平成３０年（２０１８年）の改正大気汚染防止法の施行に合わせて、

既設の排出基準である５０μg/m3N 又は新設の排出基準である３０μg/m3N

が設定されている。 
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表 ５-１ 現ごみ処理場及び近隣自治体における排ガス基準値 

施設
規模

ばいじん 塩化水素
硫黄
酸化物

窒素
酸化物

ダイオ
キシン類

水銀
竣工
(予定)

(ｔ/日) (g/m3N) (ppm) (ppm) (ppm) (ng-TEQ/m3N) (μg/m3N) 年月

現
施
設

1 柏崎市
クリーンセンター
かしわざき

流動床式焼却炉 160 0.02 200 K値8.0 125 1 50
H4.4
(1992)

2 新潟市 新田清掃センター
ストーカ式焼却炉＋灰溶
融炉

330 0.02 50 50 100 0.1 50
H24.3
(2012)

3 三条市 清掃センター 流動床式ガス化溶融炉 160 0.02 50 30 100 0.1 50
H24.6
(2012)

4 村上市 エコパークむらかみ ストーカ式焼却炉 94 0.01 50 30 100 0.1 50
H27.3
(2015)

5 上越市 上越市廃棄物処理施設 ストーカ式焼却炉 170 0.02 30 50 100 0.1 50
H29.10
(2017)

6 見附市 新ごみ処理施設 ストーカ式焼却炉 38 0.01 200 K値1.17 100 0.5 30
H31.3
(2019)

7 糸魚川市 糸魚川市ごみ処理施設 ストーカ式焼却炉 48 0.01 50 50 100 0.1 30
R2.3
(2020)

8 長岡市
長岡市中之島新ごみ処理
施設（仮称）

ストーカ式焼却炉 82 0.02 100 100 100 0.1 30
R5.3
(2023)

9
五泉地域衛生
施設組合

次期中間処理施設整備 ストーカ式焼却炉 133 0.01 50 30 100 0.1 30
R5

(2023)

No. 自治体名 施設名 処理方式

近
隣
施
設

 

※各自治体の施設概要、建設工事における要求水準書等を参考に整理 
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イ 新ごみ処理場における排ガス設計基準値 

新ごみ処理場における排ガス設計基準値は、表 ５-２の値を設定する。 

設計基準値の設定に当たっては、近隣自治体の排ガス基準の中で、それ

ぞれ最も厳しい値を採用した。 

また、平成３０年（２０１８年）の改正大気汚染防止法の施行に合わせ

て、水銀の基準値を設定した。 

 

表 ５-２ 新ごみ処理場における排ガス基準値 

区分 設計基準値 法令基準値 

ばいじん 0.01 g/m3N 0.08 g/m3N 

塩化水素（HCl） 30 ppm 430 ppm 

硫黄酸化物（SOX） 30 ppm 17.5 （K 値） 

窒素酸化物（NOX） 100 ppm 250 ppm 

ダイオキシン類 0.1 ng-TEQ/m3N 1 ng-TEQ/m3N 

水銀（Hg） 30 μg/m3N 30 μg/m3N 

注）排ガス基準値は、酸素濃度１２％換算値 

 

(２) 排水基準値 

新潟県生活環境の保全等に関する条例における排水基準値が適用される。

同条例における排水基準を表 ５-３及び表 ５-４に示す。 

また、新潟県では、水質汚濁防止法第３条第３項及び第４項の規定に基づ

いて、「新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」により、一部

上乗せ基準を設けている。該当する「鯖石川水域」及び「すべての水域」に

おける排水基準を表 ５-５及び表 ５-６に示す。 

なお、新ごみ処理場では、プラント排水は場外へ排出せず、生活排水のみ

公共用水域に排出する。 
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表 ５-３ 新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則に基づく排水基準 

（有害物質） 

区分 一律排水基準

mg/ℓ 0.03
mg/ℓ 1
mg/ℓ 1

mg/ℓ 0.1

mg/ℓ 0.5
mg/ℓ 0.1
mg/ℓ 0.005
mg/ℓ 検出されないこと
mg/ℓ 0.003

mg/ℓ 0.1

mg/ℓ 0.1
mg/ℓ 0.2
mg/ℓ 0.02
mg/ℓ 0.04
mg/ℓ 1
mg/ℓ 0.4
mg/ℓ 3
mg/ℓ 0.06
mg/ℓ 0.02
mg/ℓ 0.06
mg/ℓ 0.03
mg/ℓ 0.2
mg/ℓ 0.1
mg/ℓ 0.1

10（海域以外）
230（海域）

8（海域以外）
15（海域）

mg/ℓ 100

mg/ℓ 0.5

備考 1

2

1,4-ジオキサン

この表に掲げる規制基準は、排水基準を定める省令（昭和46年総理布令第35号）第2条に規定
する環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
「検出されないこと。」とは、1に規定する方法により排出水の汚染状態を検定した場合にお
いて、その結果が該当検定方法の定量限界を下回ることをいう。

セレン及びその化合物

ほう素及びその化合物 mg/ℓ

ふっ素及びその化合物 mg/ℓ

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化

チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン

ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン

有
害
物
質

カドミウム及びその化合物
シアン化合物
有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオ

鉛及びその化合物

六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
アルキル水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

項目

1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
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表 ５-４ 新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則に基づく排水基準 

（水素イオン濃度等の項目） 

区分 一律排水基準

5.8～8.6（海域以外）
5.0～9.0（海域）

mg/ℓ 160（日間平均120）
mg/ℓ 160（日間平均120）

mg/ℓ 200（日間平均150）

mg/ℓ 120（日間平均60）
mg/ℓ 16（日間平均8）

個/cm3 日間平均3000個

mg/ℓ 5
mg/ℓ 30
mg/ℓ 5
mg/ℓ 3
mg/ℓ 2
mg/ℓ 10
mg/ℓ 10
mg/ℓ 2

備考 1
2

3

4

5

6

7

クロム含有量
「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
この表に掲げる規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上（鳥屋野
潟水域又は両津湾水域に排出される排出水にあっては、30立方メートル以上）である工場等に
係る排出水について適用する。ただし、両津湾水域に係る1日当たりの平均的な排出水の量が
30立方メートル以上50立方メートル未満である工場等に係る排出水にあっては、生物化学的酸
素要求量及び化学的酸素要求量についての規制基準のみを適用する。
生物化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排
出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼に排出される排
出水に限って適用する。
窒素含有量についての規制基準は、排水基準を定める省令別表第2の備考6の規定により環境大
臣が定める湖沼及び海域並びにこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用
する。

水
素
イ
オ
ン
濃
度
等
の
項
目

燐含有量についての規制基準は、排水基準を定める省令別表第2の備考7の規定により環境大臣
が定める湖沼及び海域並びにこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用す
る。
この表に掲げる項目に係る数値の検定は、排水基準を定める省令第2条に規定する環境大臣が
定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
　2に規定する「鳥屋野潟水域」とは新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例
（昭和46年新潟県条例第46号）別表第2第2号の表の備考1に規定する両津湾水域をいう。

ノルマルヘキサン抽出物（動植物油脂類）
フェノール含有量
銅含有量
亜鉛含有量
溶解性鉄含有量
溶解性マンガン含有量

水素イオン濃度 （水素指数）

生物化学的酸素要求量（BOD)
化学的酸素要求量（COD)

浮遊物質量（SS)

窒素含有量
燐含有量

大腸菌群数

ノルマルヘキサン抽出物（鉱油類）

項目

 

 

表 ５-５ 新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例 

（鯖石川水域及び鵜川水域） 

mg/ℓ

mg/ℓ

備考   1

2

この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であ
る工場又は事業場に適用する。
「鯖石川水域」とは、鯖石川水系鯖石川及びこれに流入する公共用水域をいい、「鵜川
水域」とは、鵜川水系鵜川及びこれに流入する公共用水域をいう。

鯖石川水域及び鵜
川水域

区分

生物化学的酸素要求量（BOD)

浮遊物質量（SS)

項目 許容限度
80

（日間平均　60）
100

（日間平均　75）

公共下水道処理区
域外に所在する工
場又は事業所
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表 ５-６ 新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例 

（すべての水域） 

mg/ℓ
備考 1

2
「すべての水域」とは、県内全域の公共用水域をいう。
この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上50立
方メートル未満の工場又は事業場に適用する。

区分 項目 許容限度
すべての水域 クロム含有量 2

 

 

(３) 騒音基準値 

騒音規制法及び本市の「柏崎市公害防止に関する指導書（騒音・振動編）」

に基づき、敷地境界線において、表 ５-７に示す基準値を設定する。新ごみ

処理場の建設用地は第１種～第４種区域のいずれにも該当しないが、現ごみ

処理場と同様の値を設定する。 

 

表 ５-７ 騒音基準値 

区域の区分 
朝 昼間 夕 夜間 

基準 時間帯 基準 時間帯 基準 時間帯 基準 時間帯 

第 3 種区域 
60dB 

以下 

午前 6 時 

～ 

午前 8 時 

65dB 

以下 

午前 8 時 

～ 

午後 8 時 

60dB 

以下 

午後 8 時 

～ 

午後 10 時 

50dB 

以下 

午後 10 時 

～ 

翌日の 

午前 6 時 

※第３種区域は、住居の用に併せて商業、工場等のように供されている区域であって、その区

域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域である。 

 

(４) 振動基準値 

振動規制法及び本市の「柏崎市公害防止に関する指導書（騒音・振動編）」

に基づき、敷地境界線において、表 ５-８に示す基準値を設定する。新ごみ

処理場の建設用地は第１種～第４種区域のいずれにも該当しないが、現ごみ

処理場と同様の値を設定する。 

 

表 ５-８ 振動基準値 

区域の区分 昼間 夜間 

振動規制法 騒音規制法、県条例 振動レベル 時間 振動レベル 時間 

第 1 種区域 

第 1 種区域 
60dB 

以下 

午前 8時 

～ 

午後 7時 

55dB 

以下 

午後 7 時 

～ 

翌日の 

午前 8 時 
第 2 種区域 

※第１種区域は、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及

び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域である。 
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(５) 悪臭基準値 

ア 敷地境界線の悪臭基準値 

悪臭防止法及び本市の「柏崎市公害防止に関する指導書（悪臭編）」（以

下「指導書（悪臭編）」という。）に基づく臭気指数は１３となる。一方、

現ごみ処理場では、臭気濃度が設定されており、臭気指数に換算すると１

０になる。そこで、敷地境界線の悪臭基準値は、現ごみ処理場の基準値と

同等の臭気指数１０と設定する。 

 

表 ５-９ 敷地境界線の悪臭基準値 

区域の区分 項目 基準値 

第 3 種区域 臭気指数 10 

 

イ 気体の排出口の悪臭基準値 

敷地境界線の規制基準を基に、気体排出口の高さや周辺の建物による影

響など気体排出口における臭気排出強度（排ガスの臭気指数及び流量を基

礎として算出される値）又は臭気指数の許容限度として定める。 

なお、気体排出口の高さによって臭気の大気拡散が異なるため気体排出

口の高さが１５ｍ以上の施設と１５ｍ未満の施設とに分けて、算出方法を

定めている。新ごみ処理場では、煙突及び脱臭装置出口が、気体排出口に

該当する。 

 

① １５ｍ以上の場合  

 ・指標   ：臭気排出強度 

 ・大気拡散式：建物の影響による拡散場の乱れを考慮した大気拡散式 

② １５ｍ未満の場合  

 ・指標   ：臭気指数 

 ・大気拡散式：流量を測定しない簡易な方法 

 

ウ 排出水の悪臭基準値 

排出水の悪臭基準値については、悪臭防止法及び指導書（悪臭編）に基

づき、表 ５-１０に示す値を設定する。 

 

表 ５-１０ 排出水の悪臭基準値 

区域の区分 項目 基準値 

第 3 種区域 臭気指数 29 
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第６章  ごみ処理方式  

１ 燃やすごみ等の中間処理技術  

今日普及している燃やすごみ等の中間処理技術を特徴に応じて体系ごとに

分類すると、以下（１）～（３）に示すようになる。また、これらの技術に対

する処理対象ごみ及び留意事項を表 ６-１に示す。 

(１) 燃焼熱分解技術（焼却処理） 

(２) バイオマスの利活用技術 

(３) その他のリサイクル等の技術 

 

表 ６-１ 中間処理技術と処理対象ごみ及び留意事項 

中間処理 

技術 

 

(1)燃焼熱 

分解技術 
(2)バイオマス技術 

(3)その他 

技術 

① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ 

焼
却 

焼
却
＋
灰
溶
融 

ガ
ス
化
溶
融 

メ
タ
ン
ガ
ス
化 

バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
化 

Ｂ
Ｄ
Ｆ
化 

堆
肥
化 

飼
料
化 

チ
ッ
プ
化 

Ｒ
Ｄ
Ｆ
化 

炭
化 

油
化 

処

理

対

象

ご

み 

紙類・布類 ○ ○ ○ △ × × × × × ○ ○ × 

木・竹・わら類 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × 

厨芥類 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ × ○ ○ × 

プラスチック類 ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ 

汚泥 ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × ○ × 

留 
 
 

意 
 
 

事 
 
 

項 
多様なごみに対応できる。 ○ ○ ○ △ × × × × × × ○ × 

別の処理施設と組み合わせ

て整備する必要がない。 
○ ○ ○ × × × × × × × ○ × 

新たな分別区分・収集の必要

が少ない。 
○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ × 

最終生成物のリサイクルル

ートと一体的に整備する必

要が少ない。 

△ △ △ △ × × × × × × × × 

他自治体での実績 

（施設規模80t/日以上、平成

21（2009）～30（2018）年度

に契約した実績） 

○ ○ ○ ○ × × × × × × × × 

ごみ処理に伴う廃熱を利用

した発電機能を設置できる。 
○ ○ ○ ○ × × × × × × × × 

※ ○は現状可能な技術を示す。△は部分的に可能性がある技術を示す。×は実現が難しい技

術を示す。 
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２ 検討対象とする処理技術・処理方式  

(１) 一次選定 

「１ 燃やすごみ等の中間処理技術」で整理した処理技術のうち、処理で

きるごみの範囲や最終生成物のリサイクルルート、他自治体での実績等を勘

案して、燃焼熱分解技術及びバイオマス技術（メタンガス化）を基本として

検討を進めることとする。なお、メタンガス化方式については、プラスチッ

ク類の処理が難しいこと、メタンガス化による残渣が生じることから、プラ

スチック類及びメタンガス化による残渣を処理できる焼却方式とのコンバイ

ンド方式とする。 

炭化方式については、木くずや下水汚泥等を対象とした施設は多くあるが、

多種多様な廃棄物が混在する一般廃棄物を対象とした施設は少なく、直近１

０年間において新ごみ処理場の施設規模である８０t/日以上の実績はない。

また、県内では８０t/日未満の建設実績があるが、施設稼働に支障をきたす

など安定運転に苦慮している。加えて、得られた炭化物も利用先で原燃料と

して使用することが想定されるため、新ごみ処理場での発電は困難であり、

発電設備を設置する方針と異なることから、検討対象から外すこととする。 

 

【検討対象となる中間処理技術】 

(１) 燃焼熱分解技術 

ア 焼却方式 

イ 焼却＋灰溶融方式 

ウ ガス化溶融方式 

(２) 燃焼分解技術＋バイオマス技術 

焼却＋メタンガス化方式（燃焼熱分解とバイオマスのコンバインド方式） 

 

(２) 二次選定 

各中間処理技術の具体的なごみ処理方式まで整理すると図 ６-１のとおり

である。図 ６-１の処理方式のうち、ストーカ式焼却＋灰溶融、ガス化溶融

方式のキルン式ガス化溶融及びガス化改質方式は、次の理由により検討対象

から外す。 

ア ストーカ式焼却＋灰溶融 

直近１０年間で３件の契約実績があるが、近年は採用する自治体が少な

くなっている。環境省は平成９年度（１９９７年度）から平成１６年度（２

００４年度）にかけて灰溶融固化設備の設置を当時の補助金の要件として

いたが、平成２２年（２０１０年）３月に「焼却施設に附帯されている灰

溶融固化設備の財産処分」についての取り扱いを公表し、「ダイオキシン対

策の推進に伴う排出削減効果の発現により溶融固化処理の必要性が低下し

ていること」「３Ｒの推進により最終処分場の残余年数が増加しているこ

と」「灰溶融固化設備の廃止による燃料等の削減により温室効果ガスの削減

へ寄与すること」の３点を背景として、一部の条件を満たすことを前提と
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して財産処分を行うことを認めている。このようなことから、灰溶融施設

を整備した自治体においても停止・廃止を決めた自治体が多く、例えばあ

る他自治体では、二酸化炭素排出量とコスト削減を目的として、７つの灰

溶融施設のうち５つを停止している状況である。 

 

イ キルン式ガス化溶融及びガス化改質方式 

事故・故障等により想定外の維持管理費が生じた事例があり、近年は実

績が少なくなっており、直近１０年間での契約実績がない状況である。 

 

燃焼熱分解技術

燃焼熱分解技術
＋

バイオマス技術

焼却

焼却＋灰溶融

ガス化溶融

焼却＋メタンガス化

ストーカ式焼却

流動床式焼却

ストーカ式焼却＋灰溶融

流動床式ガス化溶融

シャフト炉式ガス化溶融

キルン式ガス化溶融

溶融

ストーカ式焼却＋メタンガス化

※ の処理方式は、採用しない処理方式。

ガス化改質

 

図 ６-１ 検討対象とするごみ処理方式の系統図 

 

【検討対象とするごみ処理方式】 

(１) ストーカ式焼却 

(２) 流動床式焼却 

(３) 流動床式ガス化溶融 

(４) シャフト炉式ガス化溶融 

(５) ストーカ式焼却＋メタンガス化 

 

３ 近年の他自治体における処理方式の採用状況  

検討対象とするごみ処理方式について、過去１０年間における他自治体の燃

やすごみ等を対象とした処理施設における採用状況（施設規模８０ｔ/日以上

の施設）は表 ６-２及び図 ６-２に示すとおりである。 

過去１０年間では、ストーカ式焼却方式を採用する自治体が増えている。 
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表 ６-２ 過去１０年間における他自治体の処理方式の採用状況 

（施設規模８０t/日以上の施設） 

（件）

H21
（2009）

H22
（2010）

H23
（2011）

H24
（2012）

H25
（2013）

H26
（2014）

H27
（2015）

H28
（2016）

H29
（2017）

H30
（2018）

合計

１．ストーカ式焼却 5 3 8 14 10 13 6 10 13 9 91

２．流動床式焼却 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3

３．流動床式ガス化
　　溶融

1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 9

４．シャフト炉式ガス
　　化溶融

1 1 2 3 0 0 2 1 2 1 13

焼却＋メタン
ガス化方式

５．ストーカ式焼却＋
　　メタンガス化

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

ごみ処理方式

採用件数（契約年度）

焼却方式

ガス化
溶融方式

 

※施設規模８０ｔ/日以上の施設を対象としている。 

※契約年度で整理している。 

 

0

5

10

15

H21

（2009）

H22

（2010）

H23

（2011）

H24

（2012）

H25

（2013）

H26

（2014）

H27

（2015）

H28

（2016）

H29

（2017）

H30

（2018）

（件）

１．ストーカ式焼却 ２．流動床式焼却

３．流動床式ガス化溶融 ４．シャフト炉式ガス化溶融

５．ストーカ式焼却＋メタンガス化
 

図 ６-２ 過去１０年間における他自治体の処理方式の採用状況 

（施設規模８０t/日以上の施設） 

 

４ 処理後に発生する最終生成物の資源化について  

検討対象とする処理方式について、処理後に発生する主な最終生成物の資源

化方法と合わせて以下の表 ６-３のとおり整理した。 
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表 ６-３ 検討対象とするごみ処理方式の最終生成物資源化方法 

 

５ 適性評価の評価項目及び実施方法について  

(１) 評価項目の設定方法 

ごみ処理方式の適性評価を行うに当たり、図 ６-３に示す施設整備方針及

び表 ６-４に示す「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き」の事

業者選定の評価項目の考え方及び例を参考にして、処理方式選定の評価項目

として設定する。 

なお、入札・契約の手引きの「開かれた施設」及び「地域振興につながる」

は、ごみ処理方式によって差異のある項目ではないため、評価項目として設

定しないものとする。 

No 処理方式 主な最終生成物 資源化 

1 ストーカ式焼却 焼却主灰 

資源化 

2 流動床式焼却 焼却飛灰 

3 流動床式ガス化溶融 

溶融スラグ 

4 シャフト炉式ガス化溶融 

5 ストーカ式焼却＋メタンガス化 焼却主灰 
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図 ６-３ 施設整備方針 

 

 

 

(１) 循環型社会を推進する施設 

ア ごみの発生抑制、再使用、再生利用を推進したうえで適正処理を行い、

処理で発生する熱や灰等を有効に活用する。 

イ 環境負荷低減や公害防止等、環境に十分に配慮した設備を備える。 

 (２) 市民が身近で安全・安心を感じられる施設 

ア 市民生活に密着した利便性の高い施設を目指す。 

イ 新潟県中越沖地震を教訓にした災害に強い強靭な施設とする。 

 (３) 高効率なエネルギー回収を可能とする施設 

ア 柏崎地域エネルギービジョンの実現に向けて、エネルギーの地産地消

に留まらず、将来の地産他消を見据えたベース電源のひとつとする。 

 (４) ふるさとの環境を守る施設 

ア 児童・生徒をはじめ、循環型社会の推進や環境問題について学べる施

設とする。 

イ 温暖化対策や生物多様性の保全に対する意識啓発、不法投棄防止と環

境美化の推進など、豊かな自然環境を維持・保全するための拠点とする。 

 (５) 経済性に優れた施設 

ア 設備の適切な規模、効率的な配置、省エネルギー化を検討し、経済的

かつ高効率的な施設建設及び管理運営を実現する。 
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表 ６-４ 評価項目の考え方及び例 

（廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き） 

分類 
評価項目の例 

定性評価 定量評価 

①総合的なコス

トの削減に関

する項目 

(1)更新費用の高い部品等が長

寿命 

(2)資源・エネルギーに無駄が

ない 

(1)維持管理費（ライフサイク

ルコスト） 

(2)資源・エネルギー回収益 

②工事目的物の

性能・機能に

関する項目 

(1)ごみ質の実態、ごみの減少

傾向に対応した設備構成・

設備規模となっているか 

(2)最終処分対象残渣の性状 

(3)提案されている技術システ

ムの技術的な優位性がごみ

質の実態等に即したものと

なっており、技術の優位性

が発揮されているか 

(4)安定的な稼働 

(5)システムの簡略性 

(6)高い耐震性能 

(7)事故防止機能の充実 

(1)投入ごみ量に対する最終処

分対象の残渣量の比率 

(2)安定稼働の実績（日数） 

(3)主要設備機械の耐用年数 

③社会的要請へ

の対応に関す

る項目 

(1)地域の環境への影響が小さ

い等環境保全型の施設 

(2)地域において資源循環型の

機能を発揮 

(3)開かれた施設 

(4)地域の景観に融合 

(5)地域振興につながる 

(1)排出ガス量、排出水量 

(2)トータルでの CO2 排出量 

(3)資源回収量 

(4)エネルギー回収量 

(5)資源・エネルギー消費量 

(6)稼働による地域振興効果

（雇用等） 

 

(２) 評価項目の設定 

施設整備方針に掲げた「循環型社会を推進する施設」「市民が身近で安全・

安心を感じられる施設」「高効率なエネルギー回収を可能とする施設」「ふる

さとの環境を守る施設」及び「経済性に優れた施設」を具体的に評価する内

容として、表 ６-５に示すとおり評価の小項目は計１４項目に細分化した。 
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表 ６-５ 新ごみ処理場のごみ処理方式選定の評価項目 

評価内容

大項目 小項目

資源化先の確保 1

各処理方式において
発生する最終生成物
（焼却残渣、スラグ、メ
タル・有価金属等）の
有効利用先が確保で
きるか

・最終生成物（焼却残渣、スラグ、メタル・有価金属
等）の有効利用先の確保について総合的に判断す
る。

最終処分量 2

埋立処分対象となる
残渣量が少ないか

・基準ごみ時の最終処分量の多少を評価する。

処理不適物（前処
理の必要性）

3

前処理が簡素化され
ているか

・前処理が簡素化されているかどうかを判定する。

稼働実績（稼働施
設数）

4

納入実績数が多いか ・納入実績数(80t/日以上の施設)の多少を評価す
る。

連続稼働日数 5

長期連続運転が可能
か

1炉当たりの長期連続運転日数の実績の長短を評価
する。

事故事例（事故内
容、原因、対策、現
在の状況）

6

過去における重大な
事故事例、それに対
する改善がなされ技
術の習熟度が向上し
ているか

・重大な事故(人身事故の運転停止)を対象とし、発
生要因と適切な改善策（事故防止機能等）など総合
的に判断する。

危険作業、非衛生
作業等

7

危険作業、非衛生作
業等の対策が適切で
あるか

・危険作業、非衛生作業等の対策について総合的
に判断する。

通常運転時のリスク
と対策

8

通常時運転時のリスク
と対策が適切であるか

・通常運転時のリスク（炉の停止に至るような重大な
事故・故障等）と対策について総合的に判断する。

非常時のリスクと対
策

9

非常時のリスクと対策
が適切であるか

・非常時（地震時、停電時）のリスクと対策について
総合的に判断する。

全体配置計画の適
合性

10

建設用地内に施設が
適切に配置できるか

・建設用地内での平面的な配置内容（搬出入動線
の確保、長手方向、幅方向に対する設備配置・メン
テナンススペースの確保等）を総合的に判断する

3．高効率な
エネルギー回
収を可能とす
る施設

二酸化炭素排出量 11

CO2排出量が少ない
か

・CO2排出量（電力由来＋副資材由来＋燃料由来
＋発電による減少分）の多少を評価する。

4．ふるさとの
環境を守る施
設

工場棟の大きさ 12

建物高さ等のボリュー
ムを低減し景観への
影響がないか

・建物の大きさ(建築面積、煙突を除いた建物高さ、
建物容積)を総合的に判断する。

建設費、運営費、
最終生成物処分を
含めたトータルコス
ト

13

中間処理～最終処分
まで含めたシステム全
体として、低コストと
なっているか

・トータルコスト（ただし運営費及び最終生成物処分
費は20年間分で計上）について総合的に判断する。

コスト変動対応 14

補助燃料等のうち、コ
スト変動が少ない費
目で構成されている
か

トータルコストのうち、コスト変動の大きさと全体事業
費に与える影響を考慮し、総合的に判断する。

(1)地球温暖化
防止性能

5．経済性に
優れた施設

(1)建物の視覚
上の大きさ

No

(1)資源回収

(2)コスト変動対
応

(4)防災性

(2)最終処分量

(2)稼働実績

評価の方法

(1)処理対象ご
みへの適応性

評価項目

中項目

(1)トータルコスト

1.循環型社会
を推進する施
設

2．市民が身
近で安全・安
心を感じられ
る施設

(5)立地条件へ
の適合性

(3)作業環境保
全

評価の視点
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(３) 評価の実施方法 

検討対象とする５つのごみ処理方式の技術及び施工実績を有するプラント

メーカーへの技術調査並びに最終生成物の資源化事業者へのアンケート調査

を実施し、その調査結果を基に、各評価項目の評価を行う。 

ただし、プラントメーカーが技術調査依頼を辞退することで、技術資料を

提出するプラントメーカーが０社となるごみ処理方式は、新ごみ処理場の施

設整備に適したごみ処理方式であるか確認することが困難となる。そこで、

プラントメーカーが技術資料の提出を辞退した理由を分析及び整理の上、技

術的及び経済的な観点や事業条件上の制約等から新ごみ処理場のごみ処理方

式として適さないと判断できるごみ処理方式については、当該技術を有する

プラントメーカーの参加も見込めないため、対象とするごみ処理方式として

選定しないものとする。 

 

６ プラントメーカー等への調査概要  

(１) プラントメーカーへの技術調査について 

ア 調査依頼先の抽出 

技術調査を依頼するに当たり、新ごみ処理場と同規模以上の受注実績が

ないプラントメーカーからの回答は信憑性が低くなり、適切な評価ができ

なくなる可能性があるため、過去の受注実績を調査したうえで、信頼性の

あるプラントメーカーに技術調査を実施する。 

このことを踏まえ、技術調査の対象とするプラントメーカーは、次に示

す抽出条件を満たすプラントメーカーとする。 

【抽出条件】 

○現時点から過去１０年以内（平成２１年度（２００９年度）以降）に、施

設規模８０t/日以上の一般廃棄物処理施設（処理方式は、ストーカ式焼却

炉・ストーカ式焼却炉+灰溶融・ストーカ式焼却+メタンガス化・流動床式

焼却炉・シャフト式ガス化溶融炉・流動床式ガス化溶融炉に限る。）の新設

整備事業の受注実績を有すること。 

 ※ストーカ式焼却炉は、実績件数２件以上とする。 

○災害廃棄物等を処理するための仮設焼却炉は対象外とする。 

 

イ 技術調査の回答状況 

プラントメーカーへの技術調査の回答状況は、表 ６-６のとおりである。

検討対象とするごみ処理方式のうち、技術調査の回答が得られたごみ処理

方式は、ストーカ式焼却及び流動床式焼却の２方式である。 
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表 ６-６ 技術調査の回答状況 

検討対象とするごみ処理方式 対象プラントメーカー数 回答数 

ストーカ式焼却 9 社 3 社（一部回答含む） 

ストーカ式焼却＋メタンガス化 3 社 回答なし 

流動床式焼却 2 社 1 社 

流動床式ガス化溶融 2 社 回答なし 

シャフト炉式ガス化溶融 2 社 回答なし 

 

(２) 最終生成物の資源化に関するアンケート調査について 

ア 調査依頼先の抽出 

アンケート調査を依頼するに当たり、最終生成物を可能な限り資源化す

ることを踏まえ、既存資料等を参考にして資源化方法ごとに資源化事業者

を整理し、調査の依頼先を抽出する。なお、資源化事業者が、新ごみ処理

場からの最適場所やルート等を、所有している工場の中から判断し回答し

てくることが予測されるため、資源化事業者の地方工場等にそれぞれアン

ケート調査依頼するのではなく、資源化事業者ごとにアンケ―ト調査を依

頼する。 

 

イ アンケート調査の回答状況 

資源化事業者へのアンケート調査の回答状況は、表 ６-７のとおりであ

る。 

 

表 ６-７ アンケート調査の回答状況 

資源化方法 処理対象の最終生成物 対象事業者数 回答数 

セメント原料化 焼却主灰、焼却飛灰 11 事業者 8 事業者 

外部溶融 焼却主灰、焼却飛灰、溶融飛灰 4 事業者 3 事業者 

外部焼成 焼却主灰、焼却飛灰 2 事業者 2 事業者 

スラグ引取り 溶融スラグ 6 事業者 4 事業者 

金属精錬関連 溶融飛灰 7 事業者 3 事業者 

 

７ ごみ処理方式の評価結果  

(１) 選定するごみ処理方式 

「ストーカ式焼却」及び「流動床式焼却」を選定する。 

評価結果のまとめを表 ６-８に示す。同表のとおり、「ストーカ式焼却」は、

流動床式焼却と比べて最終生成物の資源化先確保に優れること、特段の前処

理が不要であること、また稼働実績数が豊富な点で優位性がある。一方、「流

動床式焼却」は、ストーカ式焼却と比べて最終処分量が少ないこと、また工

場棟の大きさをコンパクトにすることができる点で優位性がある。 

両方式は、すべての評価項目において適正があることに加え、それぞれの

ごみ処理方式の特徴を活かした長所が確認できたことから、いずれも本事業
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に適したごみ処理方式であると判断できる。また、現段階では入札に参加可

能な事業者をできる限り絞らずに競争性を確保したいことから、ごみ処理方

式としては両方式を選定する。 

なお、両方式の評価に差がついた評価項目の詳細を「（３）評価結果の詳細」

に示す。 

 

(２) 選定しないごみ処理方式 

「ストーカ式焼却＋メタンガス化」、「流動床式ガス化溶融」及び「シャフ

ト炉式ガス化溶融」については、プラントメーカーから技術調査の回答がな

かったため、プラントメーカーにヒアリングを実施した。次に示すとおり、

ヒアリング結果や他事例の状況を踏まえると、これらのごみ処理方式は選定

に至らなかった。 

ア ストーカ式焼却＋メタンガス化 

●本方式は、メタンガス化施設で発生する発酵後残渣をストーカ式焼却施

設で処理することとなるため、メタンガス化施設で処理する分、ストー

カ式焼却施設の規模縮小につながるわけではない。 

●処理対象物の選別設備や、メタン発酵槽、ガスホルダなど、ストーカ式

焼却施設単体と比べて必要となる設備・機器点数が多くなる。 

●ストーカ式焼却＋メタンガス化方式は、建設用地での配置が困難である。 

 

イ 流動床式ガス化溶融及びシャフト炉式ガス化溶融 

●溶融施設は、焼却施設と比較して建設費及び維持管理費が高額となり、

新ごみ処理場のような規模の小さな施設ではその傾向が顕著である。 

●溶融施設は、最終生成物として主に発生する溶融スラグを有価で売却す

ることにより、最終生成物の処理に係るコストを削減できるメリットが

あるが、新ごみ処理場のような小規模施設では最終生成物の発生量が少

なく、コストメリットの影響が小さい。 

◇ストーカ式焼却方式、流動床式ガス化溶融方式及びシャフト炉式ガス化

溶融方式をいずれも処理方式として選定して事業者募集を行った事例は、

確認できる範囲で５件であり、施設規模は１３４t/日～３３０t/日の範

囲である。 

 

【凡例】●：プラントメーカーへのヒアリング結果、◇：他事例の状況 
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表 ６-８ 評価結果のまとめ 

No ストーカ式焼却 流動床式焼却

1.循環型社会を推進する施設

(1)資源回収

可能 可能

◎ ○

(2)最終処分量

948 ｔ/年 500 ｔ/年

○ ◎

2．市民が身近で安全・安心を感じられる施設

(1)処理対象ごみへの適応性

不要 破砕処理が必要

◎ ○

(2)稼働実績

64件 2件（9件）

◎ ○

長期連続運転が可能 長期連続運転が可能

○ ○

ごみ処理方式の性能に係る
事例はなし

ごみ処理方式の性能に係る
事例はなし

○ ○

(3)作業環境保全

ごみ処理方式の性能に係る
危険作業等はなし

ごみ処理方式の性能に係る
危険作業等はなし

○ ○

(4)防災性

ごみ処理方式の性能に係る
リスクと対策はなし

ごみ処理方式の性能に係る
リスクと対策はなし

○ ○

ごみ処理方式の性能に係る
リスクと対策はなし

ごみ処理方式の性能に係る
リスクと対策はなし

○ ○

(5)立地条件への適合性

建設用地内に配置可能 建設用地内に配置可能

○ ○

3．高効率なエネルギー回収を可能とする施設

(1)地球温暖化防止性能

14,775～15,802 t-CO2/年 14,680 t-CO2/年

○ ○

4．ふるさとの環境を守る施設

(1)建物の視覚上の大きさ

建築面積　：　約3,550m2
建物高さ　：　30m

建物容積　：　約71,500m2

建築面積　：　約3,000m2
建物高さ　：　31m

建物容積　：　約64,000m2

○ ◎

5．経済性に優れた施設

(1)トータルコスト

約18,580～22,430 百万円 約18,880～23,430 百万円

○ ○

(2)コスト変動対応

運営費に占める燃料費の割合
0.2～0.3％

運営費に占める燃料費の割合
0.3～0.4％

○ ○

非常時のリスクと対策

評価項目

資源化先の確保

最終処分量

事故事例
（事故内容、原因、対策、現在の状況）

連続稼働日数

稼働実績（稼働施設数）

処理不適物（前処理の必要性）

No14

通常運転時のリスクと対策

危険作業、非衛生作業等

No1

No2

No3

No4

No5

No6

No7

No8

コスト変動対応

建設費、運営費、最終生成物処分を
含めたトータルコスト

工場棟の大きさ

二酸化炭素排出量

全体配置計画の適合性

No9

No10

No11

No12

No13

 
【凡例】◎：他の処理方式と比較して優位性がある。○：適性がある。△：適性が無い。 

※見積のみの提出など極めて限定的な回答については、他の回答との精度に差が生じることから評価に

利用しないことし、この取扱いにより、ストーカ式焼却は 2 社の回答に基づいて評価を実施した。 

※流動床式焼却の稼動実績については、参考として流動床式ガス化溶融炉の実績を括弧書きで併記して

いる。 
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(３) 評価結果の詳細 

ア No１ 資源化先の確保 

最終生成物の有効利用先が確保できるかを評価する。 

ストーカ式焼却では、焼却主灰及び焼却飛灰が生成され、これらの資源

化方法はセメント原料化、外部溶融及び外部焼成に分類される。なお、「第

９章 資源回収計画」に記載しているとおり、ストーカ式焼却の焼却飛灰

は最終処分を前提とし、資源化の対象は焼却主灰のみとする。 

 

 

図 ６-４ ストーカ式焼却から発生する最終生成物と処理方法 

 

一方、流動床式焼却では、最終生成物として主に焼却飛灰及び不燃物が

発生する。なお、「第９章 資源回収計画」に記載しているとおり、流動床

式焼却の不燃物は最終処分を前提とし、資源化の対象は焼却飛灰のみとす

る。焼却飛灰の資源化方法は、ストーカ式焼却の焼却主灰と同様に、セメ

ント原料化、外部溶融及び外部焼成に分類される。 

 

 

図 ６-５ 流動床式焼却から発生する最終生成物と処理方法 
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プラントメーカーへの技術調査結果に基づき、資源化対象とする最終生

成物の想定発生量を表 ６-９に示す。 

 

表 ６-９ 資源化対象とする最終生成物の想定発生量 

項目 
ストーカ式焼却 

流動床式焼却 
最小 平均 最大 

焼却主灰 1,876 t/年 2,043 t/年 2,209 t/年 － 

焼却飛灰 － 1,724 t/年 

合計 1,876 t/年 2,043 t/年 2,209 t/年 1,724 t/年 

 

続いて、これらの最終生成物について、資源化事業者へのアンケート調

査結果を基に、受入可能な事業者数を表 ６-１０に示す。また、各資源化

方法における最終生成物の長期受入契約（２０年間程度）の可能性につい

て表 ６-１１に示す。 

 

表 ６-１０ 資源化対象とする最終生成物の受入可能な事業者数 

項目 
ストーカ式焼却 流動床式焼却 

焼却主灰 焼却飛灰 

セメント原料化 

◎： 3 件 ◎： 1 件 

○： 2 件 ○： 1 件 

×： 0 件 ×： 3 件 

不明： 3 件 不明： 2 件 

外部溶融 

◎： 3 件 ◎： 2 件 

○： 0 件 ○： 1 件 

×： 0 件 ×： 0 件 

不明： 0 件 不明： 0 件 

外部焼成 

◎： 1 件 ◎： 0 件 

○： 1 件 ○： 1 件 

×： 0 件 ×： 1 件 

不明： 0 件 不明： 0 件 

スラグ引取先 － － 

金属精錬 － － 
【凡例】◎：可能性あり ○：条件付きで可能 ×：可能性なし 不明：現状では不明 －：対象外 
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表 ６-１１ 資源化対象とする最終生成物の長期受入契約の可能性 

項目 長期受入（20 年間）の可能性 対象となる最終生成物 

セメント原料化 

◎： 0 件 
【ストーカ式焼却】 

・焼却主灰 

【流動床式焼却】 

・焼却飛灰 

○： 1 件 

×： 5 件 

不明： 0 件 

無回答： 2 件 

外部溶融 

◎： 2 件 
【ストーカ式焼却】 

・焼却主灰 

【流動床焼却】 

・焼却飛灰 

○： 1 件 

×： 0 件 

不明： 0 件 

無回答： 0 件 

外部焼成 

◎： 2 件 
【ストーカ式焼却】 

・焼却主灰 

【流動床焼却】 

・焼却飛灰 

○： 0 件 

×： 0 件 

不明： 0 件 

無回答： 0 件 

スラグ引取先 － 対象外 

金属精錬 － 対象外 
【凡例】◎：可能性あり ○：条件付きで可能 ×：可能性なし 不明：現状では不明  

無回答：回答なし 

 

ストーカ式焼却の焼却主灰は、いずれの資源化方法でも受入可能な資源

化事業者が複数確認でき、長期受入契約の可能性についても、セメント原

料化、外部溶融及び外部焼成のいずれの資源化方法でも前向きな回答があ

った。 

一方、流動床式焼却の焼却飛灰は、いずれの資源化方法でも受入可能な

資源化事業者が確認できたが、ストーカ式焼却の焼却主灰と比べて、特に

セメント原料化として受入可能と回答した事業者数が少ない結果となった。

また、長期受入契約の可能性については、外部溶融又は外部焼成であれば

可能性ありとの回答が得られた。 

両方式ともに資源化先の確保が可能と評価できるが、流動床式焼却の焼

却飛灰については、セメント原料化としての受入れに難色を示す事業者が

複数確認されたことから、スト―カ式焼却に優位性があると判断できる。 

以上より、資源化先の確保に係る評価結果を表 ６-１２に示す。 

 

表 ６-１２ 資源化先の確保に係る評価結果 

項目 ストーカ式焼却 流動床式焼却 

資源化先の確保 可能 可能 

評価 ◎ ○ 

 

イ No２ 最終処分量 

埋立処分対象となる残渣量の多少を評価する。 
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前述のとおり、ストーカ式焼却では、焼却主灰及び焼却飛灰が生成され

るが、焼却主灰は資源化の対象としているため、最終処分の対象は焼却飛

灰となる。一方、流動床焼却は、焼却飛灰を資源化対象としているため、

最終処分の対象は燃焼炉から選別される不燃物となる。 

プラントメーカーへの技術調査結果に基づき、想定される最終処分量を

表 ６-１３に示す。 

流動床式焼却は、ストーカ式焼却に比べて最終処分量が半分程度である

ことから、最終処分場の延命化に寄与することができ、優位性があると言

える。 

以上より、最終処分量に係る評価結果は、表 ６-１３に示すとおりとす

る。 

 

表 ６-１３ 最終処分量に係る評価結果 

項目 
ストーカ式焼却（焼却飛灰） 流動床式焼却 

（不燃物） 最小 平均 最大 

最終処分量 935 ｔ/年 948 ｔ/年 960 ｔ/年 491 ｔ/年 

評価 ○ ◎ 

 

 

ウ No３ 処理不適物（前処理の必要性） 

前処理が簡素化されているかどうかを評価する。 

ストーカ式焼却は、処理不適物を投入前に選別することが望ましいが、

処理対象物については特段の前処理は不要である。 

一方、流動床式焼却は、ごみの燃焼を安定させるために投入前にごみを

破砕処理する必要がある。 

以上より、処理不適物（前処理の必要性）に係る評価結果を表 ６-１４

に示す。 

 

表 ６-１４ 処理不適物（前処理の必要性）に係る評価結果 

項目 ストーカ式焼却 流動床式焼却 

処理不適物 

（前処理の必要性） 
不要 破砕処理が必要 

評価 ◎ ○ 

 

エ No４ 稼働実績（稼働施設数） 

契約年度が過去１０年以内（平成２１年度（２００９年度）以降）であ

る施設規模８０ｔ/日以上の一般廃棄物処理施設に係る竣工実績数を評価

する。なお、ストーカ式焼却については、ストーカ式焼却＋灰溶融方式の

実績数も含めて評価する。 
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ストーカ式焼却は６４件、流動床式焼却は２件の竣工実績が確認できた。

流動床式焼却は、ストーカ式焼却に比べて実績数が劣るが、その背景には、

技術を保有する事業者が少ないこと、最終処分量の低減を進めるために流

動床式ガス化溶融方式に移行したことなどがある。その流動床式ガス化溶

融方式は、流動床式焼却と同様の構造であり、過去１０年以内で９件の竣

工実績が確認できたが、同実績を含めてもストーカ式焼却と流動床式焼却

の実績数には大きな開きがあることから、稼働施設数ではストーカ式焼却

に優位性があると判断できる。 

以上より、稼働実績（稼働施設数）に係る評価結果を表 ６-１５に示す。 

 

表 ６-１５ 稼働実績（施設稼働数）に係る評価結果 

項目 ストーカ式焼却 
流動床式焼却 

（流動床式ガス化溶融方式） 

稼働実績（施設稼働数） 64 件 2 件（9 件） 

評価 ◎ ○ 

※流動床式焼却については、流動床式ガス化溶融方式と同様の構造であるため、参考として流動床式ガ

ス化溶融方式の実績数も示している。 

 

オ No12 工場棟の大きさ 

建物高さ等のボリュームを低減でき、景観への影響等が低減できるかど

うかを評価する。ストーカ式焼却及び流動床式焼却の工場棟の大きさを表 

６-１６に示す。なお、各プラントメーカーともに工場棟と管理棟は別棟の

計画となっている。 

 

表 ６-１６ 工場棟の大きさ 

項目 
ストーカ式焼却 

流動床式焼却 
最小 平均 最大 

建築面積 約 3,500 ｍ2 約 3,550 ｍ2 約 3,600 ｍ2 約 3,000 ｍ2 

建物高さ 28 ｍ  30 ｍ  31 ｍ  31 ｍ  

建物容積 約 63,000 ｍ3 約 71,500 ｍ3 約 80,000 ｍ3 約 64,000 ｍ3 

 

流動床式焼却は、ストーカ式焼却と比べて建築面積及び建物容積が小さ

く、焼却炉の構造等の違いを要因として工場棟の大きさを低減することが

可能と判断できる。 

以上より、工場棟の大きさに係る評価結果を表 ６-１７に示す。 
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表 ６-１７ 工場棟の大きさに係る評価結果 

項目 ストーカ式焼却 流動床式焼却 

建築面積 約 3,550 ｍ2 約 3,000 ｍ2 

建物高さ 30 ｍ  31 ｍ  

建物容積 約 71,500 ｍ3 約 64,000 ｍ3 

評価 ○ ◎ 

※建物高さは、煙突を除いた最大部の高さである。 
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第７章  プラント設備計画  

１ 基本処理フロー  

エネルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設の処

理フローは、それぞれ図 ７-１及び図 ７-２を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７-１ エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理フロー 
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：ごみの流れ 

 

：排ガスの流れ 

 

：焼却灰等の流れ 

焼却主灰 

焼却飛灰 

資 源 化 又 は 最 終 処 分 
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図 ７-２ マテリアルリサイクル推進施設の処理フロー 

 

 

アルミ類 

低 速 回 転 破 砕 機 

高 速 回 転 破 砕 機 

ア ル ミ 選 別 機 

磁 選 機 

：ごみの流れ 

 

：資源物の流れ 
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資 源 化 

投 入 ホ ッ パ 

ご み ピ ッ ト 

資 源 化 

受 入 れ ヤ ー ド 

選 別 機 

可燃残渣 

不燃残渣 

最 終 処 分 

手作業による破袋、破砕

不 適 物 の 除 去 

不燃系 

可燃系 

ご み ピ ッ ト 



 

45 

２ 炉構成  

炉構成については、環境省通知「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要領

の取扱いについて」（平成１５年（２００３年）１２月１５日）において、「原

則として、２炉又は３炉とし、炉の補修点検時の対応、経済性等に関する検討

を十分に行い検討すること」とされている。 

表 ７-１に新ごみ処理場と同規模の施設における２炉構成と３炉構成の比

較を示す。２炉構成は３炉構成に比べて、１炉当たりの規模が大きくなるため、

安定した燃焼が可能となる。さらに、機器点数が少ないため、建設用地面積が

小さくなることに加え、建設費用及び運転維持補修費用の経済性でもメリット

がある。一方で、３炉構成は２炉構成と比べて、炉の補修点検や故障時の対応

及び基幹改良工事への対応の面でメリットがある。ただし、炉の補修点検や故

障時の対応については、これまでの不具合等の事例の蓄積を踏まえて設計・施

工及び運転管理の両面において技術改善が図られてきており、近年は突発的な

設備機器の故障等による緊急の炉停止はほとんど発生しないことから、２炉構

成でも問題なく対応することが可能である。 

他事例の炉構成について調査した結果を表 ７-２に示す。新ごみ処理場と同

規模の５０～１００t/日の施設では９０％以上の施設が２炉構成を採用して

いる。なお、同規模の５０～１００t/日の施設で１炉構成の施設は、すべて複

数施設を所有している自治体の施設である。 

建設用地面積、経済性、安定燃焼の観点で２炉構成が優れていること、新ご

み処理場と同規模の施設では２炉構成が９０％以上を占めていることから、新

ごみ処理場の炉数は２炉構成とする。基幹改良工事の実施に際しては、外部処

理委託が必要となる可能性が高いことから、基幹改良工事が必要となった場合

にも工事期間が短くなるように、予防保全を中心とした維持管理に努めること

とする。 

表 ７-１ 新ごみ処理場と同規模の施設における２炉構成と３炉構成の比較 

 2 炉構成 3 炉構成 

建設用地面積  
○機器点数が少なく、建設用地

面積は 3 炉構成より小さい 

▲機器点数が多く、建設用地面積

は 2 炉構成より大きい 

経済性 

○機器点数が少ない分、建設費

用や運転・維持補修費用は 3

炉構成に比べて割安 

▲機器点数が多い分、建設費用や

運転・維持補修費用は 2 炉構成

に比べて割高 

安定燃焼  
○1 炉当たりの規模が大きくな

ることで、3 炉構成と比較し

てより安定した燃焼が可能 

▲1 炉当たりの規模が小さくな

るため、2 炉構成と比較して安

定した燃焼が難しい 

補修点検や故

障時の対応  

▲1 炉が故障により停止した場

合、3 炉構成と比べて処理能

力を確保できない。 

○1 炉が故障により停止した場

合でも、2 炉構成と比べて処理

能力を確保できる。 

基幹改良工事

への対応 

▲基幹改良工事を 1 炉ずつ行う

場合、処理能力が 1/2 となる

ため、外部処理が必要となる

可能性が高い。 

○基幹改良工事を 1 炉ずつ行う

場合、処理能力が 2/3 であるた

め、外部処理が必要となる可能

性が低い。 

○：メリット、▲：デメリット 
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表 ７-２ 規模別炉構成 

  1 炉構成 2 炉構成 3 炉構成 4 炉構成 

50ｔ/日以下 50% 50% 0% 0% 

50t/日超、100ｔ/日以下 9% 91% 0% 0% 

100ｔ/日超、200ｔ/日以下 7% 84% 9% 0% 

200ｔ/日超、300ｔ/日以下 0% 68% 32% 0% 

300ｔ/日超 0% 44% 55% 1% 

※出典：一般廃棄物処理実態調査結果（平成２９年度（２０１７年度）） 

※使用開始年度及び使用開始予定年度が平成１２年度（２０００年度）以降で、全連続運

転の施設を整理している（溶融施設も含む）。 

 

３ ごみピット容量  

(１) 基本的な考え方 

ごみピットは、焼却施設に搬入されたごみを一時貯えて、ごみ質安定化及

び焼却能力との調整を図るために設置するものである。ごみピットは、ごみ

質を均一化し、安定燃焼を容易にするというダイオキシン類対策上重要な役

割も担っている。ごみ質の均一化は、発電設備を備える施設においては、蒸

気発生量の平準化にもつながり、結果として発電量の増加にも寄与すること

となる。ごみピットの容量設定については、補修点検等に伴って焼却炉が停

止した場合の対応を考慮する。 

 

(２) ごみピットの必要容量設定の必要条件 

ごみピットの必要容量の設定に当たっては、計画・設計要領に基づき、以

下のとおり必要条件を設定する。 

ア 炉規模 

40t/日×2 炉＝80t/日 

 

イ 計画日平均処理量の設定 

58.9t/日 

 

ウ 補修点検日数 

① 各炉停止補修に必要な最大点検日数  

30 日間 

② 全炉共通停止補修に必要な最大日数  

7 日間 

 

エ 補修点検時に必要なごみピット容量 

各炉停止補修時に必要なごみピット容量は、次のとおりである。 

ごみピット容量＝（58.9t/日－40t/日×１炉）×30 日÷80t/日 

≒7.09 日分……………① 
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一方、全炉共通停止補修時に必要なごみピット容量は、次のとおりであ

る。 

ごみピット容量＝58.9t/日×7 日÷80t/日 

≒5.15 日分……………② 

①＞②より、ごみピットの必要容量は、施設規模の 7.09 日分と設定する。 

 

(３) ごみピット容量の設定 

ごみピット容量算出のためには、ごみの単位体積重量を設定する必要があ

る。計画ごみ質の単位体積重量は、低質ごみが０.２０１t/m3、基準ごみが０.

１７０t/m3、高質ごみが０.１３９t/m3 となっている。ごみピット容量算出に

際しての単位体積重量は、圧密を考慮し、低質ごみの０.２０１t/m3 とする。 

ごみピット必要貯留日数は７.０９日分であることから、以下のとおり約２,

８００m3 をごみピット容量として設定する。 

80t/日×7.09 日÷0.201t/m3＝2,822m3 ≒ 約 2,800m3  

参考までに全国の施設規模とごみピット容量の関係を図 ７-３に示す。こ

の図から、本計画のごみピット容量は全国の実績範囲内に含まれており、一

般的な容量であると考えられる。 
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※(財)廃棄物研究財団施設台帳(平成２１年度（２００９年度）版)において

平成１２年（２０００年）以降に竣工(予定を含む)した２炉以上の施設よ

り整理 

図 ７-３ 処理規模とごみピット容量の関係（参考） 
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４ 主要設備方式  

各設備の詳細を表 ７-３及び表 ７-４に示す。 

 

表 ７-３ 主要設備方式（エネルギー回収型廃棄物処理施設） 

設備 方式 

受入供給設備 

・ごみ計量機（進入 1 基以上、退出 1 基以上） 

・プラットホーム（有効幅 18ｍ以上、ごみ投入扉 3

門、ダンピングボックス 1 基） 

・貯留設備 ピット&クレーン（ピット容量 約

2,800m3 以上） 

・剪定枝・庭の草受入れヤード（2 日分） 

燃焼設備 ・ストーカ式焼却又は流動床式焼却 

燃焼ガス冷却設備 ・廃熱ボイラ方式 

排ガス処理設備 
・乾式ろ過式集じん器 

・無触媒脱硝方式 

余熱利用設備 
・場内熱利用設備 

・エネルギー回収率 17.0％以上 

通風設備 
・平衡通風方式 

・煙突高さ 59ｍ 

灰出し設備 

（ストーカ式焼却） 

・焼却主灰押出装置 ：半湿式 

・焼却主灰貯留設備 ：ピット＆クレーン 

（7 日分以上） 

・焼却飛灰貯留設備 ：バンカ又はピット&クレーン

（7 日分以上） 

（流動床式焼却） 

・不燃物貯留設備  ：バンカ又はピット&クレーン 

（7 日分以上） 

・焼却飛灰貯留設備 ：バンカ又はピット&クレーン 

（7 日分以上、湿灰・乾灰の

いずれの状態でも排出で

きる設備とする。） 

電気設備 ・高圧 1 回線受電 

計装設備 ・分散型自動制御システム 
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表 ７-４ 主要設備方式（マテリアルリサイクル推進施設） 

設備 方式 

受入供給設備（共通） ・ごみ計量機（進入 1 基以上、退出 1 基

以上） 

・プラットホーム（有効幅 18ｍ以上） 

燃やさないごみ

及び粗大ごみ処

理ライン 

受入供給設備 ・貯留設備 ヤード方式（2 日分） 

破砕設備 ・低速回転破砕機、高速回転破砕機 

選別設備 
・磁選機、粒度選別機、アルミ選別機、

風力選別機 

貯留・搬出設備 ・バンカ方式 

電気設備（共通） ・高圧 1 回線受電 

計装設備 ・ＰＬＣ方式 
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第８章  廃棄物エネルギー回収方式  

１ 廃棄物エネルギー回収方式検討の目的  

国は、平成３０年（２０１８年）６月に廃棄物処理施設整備計画を閣議決定

し、廃棄物処理施設の整備に当たっては、廃棄物エネルギーの効率的な回収を

進めるとともに、地域のエネルギーセンターとして周辺の需要施設に廃棄物エ

ネルギーを供給する等、地域の低炭素化に努めることが重要であると言及して

いる。 

また、本市においても、平成３０年（２０１８年）３月に柏崎市地域エネル

ギービジョンを策定し、「エネルギーのまち 柏崎 3.0」の実現に向けて、再生

可能エネルギーの有効活用等を推進する方針を打ち出している。 

このような背景のもと、新ごみ処理場では、施設整備方針の一つとして、「高

効率なエネルギー回収を可能とする施設」を掲げていることから、新ごみ処理

場におけるエネルギー供給可能量や建設用地周辺の状況等を踏まえたうえで、

エネルギー利活用の方法について検討する。 

 

２ エネルギーの基本的な利用形態  

廃棄物処理施設では、ボイラ等の熱回収設備を設けることにより、ごみの焼

却時に発生する熱エネルギーを蒸気、高温水、温水等の形態のエネルギーに変

換することができる。新ごみ処理場では、エネルギーを最大限に利用すること

を目的にボイラを設け、蒸気エネルギーとして回収することを基本とする。 

ボイラを設置する場合の蒸気エネルギーの基本的な利用形態を図 ８-１に

示す。蒸気エネルギーは、空気予熱設備等のプラント運転に必要なプロセス系

への利用、管理諸室などの生活系への利用のほか、廃棄物処理施設内に設置し

たタービンを駆動させることによる発電を行い、電力に変換することができる。

この電力は場内の電源として使用するほか、余剰分については外部電力系統へ

の送電（売電）も可能である。また、その他の用途としては、蒸気又は高温水

を配管等で移送し、供給先で熱交換することによる場外熱利用が可能である。 

参考として、熱利用と電気利用それぞれの特徴を表 ８-１に示す。 
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（※１）
・プロセス系
　プロセス系の場内熱利用として、ごみ処理施設の運転や機能を維持するために蒸気が利
用される。主な利用設備は次の①～④に示すとおりであり、燃焼用空気を得るための空気
予熱設備等に利用され、施設運転上、必要不可欠なものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （熱利用形態）
　① 空気予熱設備･･････････････････････････････････････････････　  蒸気
　② ボイラ付属設備（スートブロワ、脱気器加熱、給水加熱等）････ 　 蒸気
　③ 配管･タンク加温設備･･･････････････････････････････････････ 　 蒸気
　④ 排ガス再加熱設備･･････････････････････････････････････････ 　 蒸気

（※２）
・生活系
　生活系の場内熱利用として、場内管理諸室等の給湯や冷暖房設備等に蒸気や温水が利用
される。主な利用設備は次の①～②に示すとおりであり、近年は発電で得た電気を使用し
た給湯や冷暖房設備を採用する施設が増えている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（熱利用形態）
　① 工場棟・管理諸室用給湯設備･･･････  蒸気、温水　（又は電気）
　② 工場棟・管理諸室用冷暖房設備･････  蒸気、温水　（又は電気）

場内熱利用

タービン発電機
(電気エネルギー利用）

・プロセス系（※１）
(空気予熱設備、脱気器等)

・生活系（※２）
(工場棟・管理諸室用給湯設備等)

熱利用

場外熱利用

燃焼設備

ボイラ
（蒸気の形での
熱エネルギー利用）

熱エネルギー

場内電気利用
（プラント設備、建築設備）

場外電気利用
（送電、売電）

 

図 ８-１ 蒸気エネルギーの基本的な利用形態 

 

表 ８-１ 熱利用と電気利用の特徴比較 

項目 熱利用 電気利用 

効率 

・発生した熱をそのまま熱エネル

ギーとして利用するためエネル

ギー変換時の損失がない。 

・発生した熱を電気エネルギーに

変換するためエネルギー変換時

の損失がある。 

供給先 
・蒸気や温水での供給となるため、

供給先は近隣施設となる。 

・電気での供給となるため、供給

先は近隣施設に限らない。 

利用用途 
・熱エネルギーとして利用するた

め用途が限られる。 

・電気エネルギーとして利用する

ため用途が広い。 
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３ エネルギー供給可能量  

プラントメーカーへの技術調査結果から、新ごみ処理場で回収可能なエネル

ギーのうち、場外へのエネルギー供給可能量を試算した。試算においてはボイ

ラで回収した熱エネルギーは、場内熱利用以外は全て発電するものとし、発電

した電力から場内で必要な電力を除いた量（売電電力量）をエネルギー供給可

能量としている。 

エネルギー供給可能量試算の前提条件を表 ８-２、試算結果を表 ８-３に示

す。投入熱量が基準ごみの場合、年間の余剰電力量は、約３,６８０,０００kWh/

年であり、この余剰電力量を一般家庭での年間使用量（１世帯２４７．８kWh

／月）（出典：電気事業連合会）に換算すると、約１,２００世帯分に相当する。

なお、１炉運転時には、新ごみ処理場の場内消費電力量が発電電力量を上回り、

買電が必要となる可能性があることに留意が必要である。 

なお、前提条件における１炉運転、２炉運転、全炉停止の各日数は、定格処

理能力で運転する前提で整理をしたものである。低負荷（約８０～９０％）で

の運転日数を増加し、２炉運転日数の割合を増加させることで、トータルのエ

ネルギー供給可能量を増加させる対策を今後検討していく。 

 

表 ８-２ エネルギー供給可能量試算の前提条件 

単位 １炉運転時 ２炉運転時 全炉停止

処理能力 ｔ/日 40 80 0

運転日数又は全炉停止日数 日 234 124 7

投入熱量

低位発熱量（基準ごみ） kJ/kg 10,500 10,500 0

外部燃料投入量 MJ/h 0 0 0

投入熱量　計※１ MJ/ｈ 17,500 35,000 0

区分

 

※ １ ： １ 炉 運 転 時 ：（ 10,500kJ/kg× 40t/日 ×1,000kg/t） ÷（ 24h/日 ×
1,000kJ/MJ）=17,500MJ/h 
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表 ８-３ エネルギー供給可能量 

単位 １炉運転時 ２炉運転時 全炉停止 備考

蒸気タービン定格容量 kW

kWh/日 15,200 41,100 0

kWh/年

kWh/日 600 0 8,700

kWh/年

kWh/日 13,000 16,500 8,700

kWh/年

kWh/日 2,700 24,500 0

kWh/年

発電効率 ％ 18.2

プラントメーカー回答の
平均値

1,800

8,650,000

200,000

5,160,000

3,680,000

余熱利用可能量の試算

発電電力量

購入電力量

場内消費電力量

エネルギー供給可能量※1

（売電電力量）

区分

 
※１：エネルギー供給可能量＝発電電力量＋購入電力量－場内消費電力量 
※２：エネルギー供給可能量は、売電電力量を余剰電力量としている。 
※３：エネルギー供給可能量の試算は、プラントメーカーへの技術調査の結果に基づいて算出

している。 
※４：端数処理の関係上、エネルギー供給可能量は、発電電力量＋購入電力量－場内消費電力

量の値と一致しない。 
※５：１日当たりの電力量（kWh/日）は、季節変動やマテリアルリサイクル推進施設の稼動を

反映した１年間当たりの電力量に基づいて算出された値である。 
※６：１炉運転時について、１日当たり電力量では発電電力量が場内消費電力量を上回ってい

るが、マテリアルリサイクル推進施設の稼働有無等により場内消費電力が上回るため、
購入電力が発生している。 

※７：冬季のロードヒーティング等の熱回収率は計上していない。 

 

４ 一般送配電事業者の送電線及び変電所の空容量  

固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）の施行後に太陽光発電等の再生可能エネル

ギーの系統接続の申し込みが増大したことを背景として、一般送配電事業者の

送電線及び変電所の空容量が全国的に逼迫している状況である。このような状

況のもと、近年の廃棄物処理施設整備事業においては、余剰電力を売電するた

めの系統接続に際して、当該地域を管轄する一般送配電事業者から高額な接続

負担金を求められる問題が生じている。 

建設用地周辺の状況については、東北電力が公表している電力系統図【新潟

県（２次系）】【令和元年（２０１９年）１２月２４日作成】によると、送電線

及び変電所の容量には比較的余裕があるため、このような問題が生じる可能性

は低いが、継続して注視していく。 

 

５ エネルギー利活用方法の検討  

(１) 場内熱利用・電気利用 

場内熱利用・電気利用として、新ごみ処理場で発生した熱を蒸気に変えて

ごみ処理場の運転に必要な各所で利用し、発電した電力をプラント運転に必

要な動力や照明、換気などの建築系動力として自家消費する。また、給湯や

冷暖房にもごみ処理によって得られた熱または電気を利用する。 

現ごみ処理場では、現状は河川水で融雪しているが、河川水が低温であり
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効果が低く苦慮しているため、場内熱利用・電気利用として、ロードヒーテ

ィングによる融雪も計画する。 

 

(２) 場外熱利用 

場外熱利用は、蒸気又は高温水を配管等で需要施設へ移送し、需要施設側

で熱交換する方式である。建設用地の周辺状況を踏まえると、新ごみ処理場

の近隣には大量の熱を必要とする需要施設はないため、場外熱利用は行わな

いものとする。 

 

(３) 場外電気利用 

ア 自営線供給 

自営線供給は、自営線を自ら敷設して特定の施設へ送電する方式である。

自営線供給の場合、電気事業法に基づき、供給先は本市の需要施設又は本

市と密接な関係にある者の需要施設であることが条件となる。 

 

イ 一般送配電網を利用した送電 

① 売電  

売電は、新ごみ処理場の余剰電力を一般送配電事業者の送配電網を利

用して売電する方式である。新ごみ処理場は、現行の固定価格買取制度

（FIT 制度）のもとでは、バイオマス比率分がバイオマス（廃棄物）の

価格で売電可能である。 

 

② 本市の所有施設への送電  

(a) 自己託送 

自己託送は、新ごみ処理場の余剰電力を一般送配電事業者の送配電

網を利用して本市の需要施設又は本市と密接な関係にある者の需要

施設へ送電する方式である。 

自己託送に当たっては、一般送配電事業者に定められた託送供給料

金を支払う必要があるが、需要施設でのピーク電力をカットし、契約

電力料金を低減することでコストメリットを得ている事例がある。 

(b) 供給先を特定した託送供給 

供給先を特定した託送供給は、新ごみ処理場の余剰電力を一般送配

電事業者の送配電網を利用して特定の小売電気事業者に売電し、本市

の所有施設が契約している買電契約を新ごみ処理場の売電契約先と

同一の小売電気事業者とすることで、契約上の電力地産地消を実現す

る方式である。 

近年は自治体が民間事業者と共に出資して地域新電力会社を立ち

上げ、当該地域新電力会社が廃棄物処理施設からの電力の売電及び自

治体施設からの買電契約当事者となることで、電力の地産地消を進め

ている事例もある。 
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出典）環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課：廃棄物エネルギー利活用方策の

実務入門（令和元年（２０１９年）６月） 

図 ８-２ 自治体が関与した地域新電力のイメージ 

 

６ 建設用地の周辺状況  

建設用地周辺の状況を図 ８-３に示す。建設用地周辺における公共施設とし

ては、西中通コミュニティセンター、柏崎市立槇原小学校、松波コミュニティ

センター、松波保育園、柏崎市立松浜中学校及びはまなす特別支援学校が位置

しており、これらの施設はいずれも指定避難所（避難者が災害の危険性がなく

なるまでの必要な間、滞在する施設）に該当している。 

自営線での電力供給を検討する場合には、これらの施設が供給先の候補とな

ることが想定され、平時の電力供給だけでなく、災害等によりこれらの施設が

停電した場合であっても、新ごみ処理場からの電力供給により電源を確保する

ことが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ８-３ 建設用地の周辺状況 

 

松波保育園 

建設用地 

西中通コミュニティセンター 

はまなす特別支援学校 柏崎市立松浜中学校 

松波コミュニティセンター 
柏崎市立槇原小学校 
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７ 廃棄物エネルギー回収方式の基本方針  

新ごみ処理場で発電した電力は、場内熱利用・電気利用分を最優先すること

を基本とする。場外電気利用の方針については、新ごみ処理場は施設の維持補

修のため全炉停止期間（７～２０日程度）、１炉運転期間、２炉運転期間があ

り、それぞれの期間で余剰電力量が異なること、送電線及び変電所の空容量に

係る今後の動向、さらにＦＩＴ制度の今後の動向も踏まえたうえで、本市にお

ける他のエネルギー関連施策との調整を図りながら、今後詳細に検討していく

ものとする。 

  

 



 

   

5
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表 ８-４ 場外電気利用における形態別の特徴 

 

項目 自営線供給 
一般送電網を利用した送電 

売電 自己託送 供給先を特定した託送供給 

概要 

自営線を介して需要施設へ送

電する。 

小売電気事業者に売電する。 一般送配電事業者の送配電網

を 介 し て 需 要 施 設 へ 送 電 す

る。 

特定の小売電気事業者に売電

し、需要施設の買電契約を同

一の小売電気事業者とする。 

送電媒体 自営線 一般送配電事業者の送配電網 一般送配電事業者の送配電網 一般送配電事業者の送配電網 

供給先 
自らの需要施設又は密接な関

係がある者 

制限なし 自らの需要施設又は密接な関

係がある者 

制限なし 

余 剰 電 力 の 地

産地消 

〇 地 産 地 消 す る こ と が で き

る。 

×地産地消することができな

い。 

〇 地 産 地 消 す る こ と が で き

る。 

△契約上の地産地消をするこ

とができる。 

△需要施設の買電契約と同一

の事業者とするための手続

きを要する。 

需 要 施 設 側 で

の対応 

×余剰電力が発生しない期間

は新ごみ処理場からの電力

供給が受けられない。 

〇需要施設側での対応は必要

ない。 

×余剰電力が発生しない期間

は新ごみ処理場からの電力

供給が受けられない。 

〇需要施設側での対応は必要

ない。 

経済性 

( 新 ご み 処 理

場） 

×需要施設へ送電した分の売

電収入が減少する。 

×自営線の整備及び維持管理

が必要となる。 

〇売電収入が得られる。 

〇固定価格買取制度（FIT 制

度）が利用可能である。 

×需要施設へ送電した分の売

電収入が減少する。 

×接続送電サービス料金が発

生する。 

〇売電収入が得られる。 

△一定の条件を満たす場合、

固定価格買取制度（FIT 制

度）が利用可能である。 

経済性 

(需要施設） 

〇需要施設の契約電力を削減

できる可能性がある。 

〇需要施設の買電電力料金を

削減できる。 

×小売電気事業者から買電す

る。 

〇需要施設の契約電力を削減

できる可能性がある。 

〇需要施設の買電電力料金を

削減できる。 

×小売電気事業者から買電す

る。 

×需要施設の買電料金が比較

的高くなる可能性がある。 

電力供給の 

安定性 

〇災害時等において、一般送

配電事業者の送配電網が停

電により利用できない場合

であっても、電力供給が可

能である。 

×災害時等において、一般送配

電事業者の送配電網が停電

により利用できない場合、

送電ができない。 

×災害時等において、一般送配

電事業者の送配電網が停電

により利用できない場合、

送電ができない。 

×災害時等において、一般送配

電事業者の送配電網が停電

により利用できない場合、

送電ができない。 
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第９章  資源回収計画  

１ 資源回収計画の位置づけ  

新ごみ処理場では、施設整備方針の一つとして、「循環型社会を推進する施

設」を掲げ、ごみ処理で発生する熱や灰等を有効に活用する方針であることか

ら、新ごみ処理場の最終生成物に係る資源回収を検討する。 

 

２ 最終処分場の現状  

本市は、最終処分場（エコグリーン柏崎夏渡最終処分場）を有しており、現

ごみ処理場から排出される焼却灰や不燃残渣を埋立処分している。最終処分量

及び残余容量の推移を表 ９-１に示す。 

 

表 ９-１ 最終処分量及び残余容量の推移 

最終処分量 焼却残渣 2,709 2,564 2,490 2,475 2,410

（ｔ/年） 粗大残渣 555 517 558 481 487

側溝汚泥（覆土用） 218 225 191 198 221

合計 3,482 3,306 3,239 3,154 3,118

2,643 2,423 2,241 2,407 2,351

59,404 56,981 54,740 52,333 49,982

平成26
(2014)

平成27
(2015)

平成28
(2016)

平成29
(2017)

平成30
(2018)

残余容量（m3）

最終処分量（m3/年）

年度

 

 

３ エネルギー回収型廃棄物処理施設における最終生成物の資源化  

(１) 資源化方法 

ア ストーカ式焼却 

発生する最終生成物及び各最終生成物の資源化方法を図 ９-１に示す。

ストーカ式焼却では、主に焼却主灰及び焼却飛灰が発生し、これらの資源

化方法は、セメント原料化、外部溶融、外部焼成に分類される。 

  

図 ９-１ 発生する最終生成物とその資源化方法（ストーカ式焼却） 

 

イ 流動床式焼却 

発生する最終生成物及び各最終生成物の資源化方法を図 ９-２に示す。

流動床式焼却炉では、主に焼却飛灰が発生し、焼却対象物に混在していた
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不燃物、鉄類及びアルミ類が回収できる。このうち、焼却飛灰の資源化方

法は、セメント原料化、外部溶融、外部焼成に分類される。 

 

 

図 ９-２ 発生する最終生成物とその資源化方法（流動床式焼却） 

 

(２) 各資源化方法の概要 

ア セメント原料化 

焼却灰を他の原料と混合して、約１,０００～約１,４５０℃の高温で焼

成し、セメントの原料として資源化する方法である。 

イ 外部溶融 

電気又は燃料から得られるエネルギーを用いて、１,２００℃以上の高温

で焼却灰を溶融し、土木・建設資材として利用可能な溶融スラグ及び溶融

メタルを製造する方法である。 

ウ 外部焼成 

焼却灰に焼成処理（焼却灰に還元剤を添加し、ロータリーキルン式焼成

炉で約１,０００℃の焼成処理を行った後、焼成物を冷却し、粉砕機で細か

く粉砕し、粉砕品に水・セメント・安定剤を加えて混合・造粒すること）

を加えることで、路盤材の原料等に使用可能な人工砂を製造する方法であ

る。 

 

(３) 焼却主灰及び焼却飛灰の発生量 

エネルギー回収型廃棄物処理施設における焼却主灰及び焼却飛灰の発生量

を表 ９-２に示す。 

表 ９-２ 焼却主灰及び焼却飛灰の発生量 

（ｔ/年）   

項目 ストーカ式焼却 流動床式焼却 

焼却主灰 2,050 － 

焼却飛灰 950 1,700 

合計 3,000 1,700 
  ※焼却主灰及び焼却飛灰発生量は、プラントメーカーへの技術調査結果に基づいて整理している。 
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(４) 最終生成物の資源化に関するアンケート調査 

セメント原料化や外部溶融等の資源化技術を有する事業者に、焼却主灰及

び焼却飛灰の受入可能性に関するアンケート調査を行った。 

焼却主灰及び焼却飛灰の受入可能性及び長期受入契約（２０年間）の可能

性について、事業者の回答結果をまとめたものを表 ９-３に示す。 

セメント原料化、外部溶融及び外部焼成のそれぞれにおいて、受入可能性

あり」又は「条件付きで可能」という回答を複数者から得た。 

以上のことから、対象となる最終生成物の資源化は、概ね可能と見込まれ

る。ただし、焼却飛灰については、いずれの資源化方法においても、焼却主

灰より、受入可能と回答した事業者が少なかったため、留意が必要である。 

また、長期受入契約（２０年間）の可能性については、セメント原料化に

おいて複数の事業者から「可能性なし」との回答があり、その理由として、

契約期間中における物価変動やセメント需要量変動のリスクが想定されるこ

とから、長期契約よりも単年度等の短期契約が望ましいとの意見であった。

このことを踏まえると、長期契約の場合には、契約期間中における処理単価

の改定が可能な契約形態を検討する必要があると考えられる。 

 

表 ９-３ 最終生成物の受入可能性 

資源化方法 

受入可能性 
長期受入契約 

（２０年間）の可能性 焼却主灰 
焼却飛灰 

（ストーカ） 

焼却飛灰 

（流動床） 

セメント 

原料化 

 ◎ ：3 件 

 ○ ：2 件 

 × ：0 件 

不明：3 件 

 ◎ ：1 件 

 ○ ：2 件 

 × ：2 件 

不明：3 件 

 ◎ ：1 件 

 ○ ：1 件 

 × ：3 件 

不明：2 件 

 ◎ ：0 件 

 ○ ：1 件 

 × ：5 件 

外部溶融 

 ◎ ：3 件 

 ○ ：0 件 

 × ：0 件 

不明：0 件 

 ◎ ：1 件 

 ○ ：2 件 

 × ：0 件 

不明：0 件 

 ◎ ：2 件 

 ○ ：1 件 

 × ：0 件 

不明：0 件 

 ◎ ：2 件 

 ○ ：1 件 

 × ：0 件 

外部焼成 

 ◎ ：1 件 

 ○ ：1 件 

 × ：0 件 

不明：0 件 

 ◎ ：1 件 

 ○ ：1 件 

 × ：0 件 

不明：0 件 

 ◎ ：0 件 

 ○ ：1 件 

 × ：1 件 

不明：0 件 

 ◎ ：2 件 

 ○ ：0 件 

 × ：0 件 

【凡例】 ◎：可能性あり ○：条件付きで可能 ×：可能性なし 不明：現状では不明 
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備 考 

セメント 

原料化 

・引渡開始予定時には、処理施設の総受入可能量に達している

可能性があるとの回答あり。 

・焼却飛灰（ストーカ炉・流動床炉）について、受け入れる場

合は前処理として水洗が必要との回答あり。 

・広域輸送により、受入れについて検討可能との回答あり。 

・ストーカ炉で生成された焼却主灰のみ受入検討可能との回答

あり。 

・焼却飛灰（ストーカ炉・流動床炉）について、受入条件は乾

灰とし、乾灰での輸送確保をすることとの回答あり。 

 

外部溶融 

・焼却飛灰（ストーカ炉）はストーカ飛灰のみの受入は不可で、

主灰・飛灰セットで焼却炉発生割合での入荷は可能であり、

焼却飛灰（流動床炉）は不燃物とのセット（焼却炉発生割合）

で希望との回答あり。 

・灰洗浄施設を経由する場合は処理可能との回答あり。 

・焼却飛灰（ストーカ炉）について、主灰及び飛灰の発生割合

にて受入を希望、飛灰のみも対応しているが割高になるとの

回答あり。 

・焼却飛灰（ストーカ炉）について、飛灰単独での受入は不可

とし主灰・飛灰の発生割合での受託とするとの回答あり。 

 

(５) 資源化の方向性 

ストーカ式焼却については、焼却主灰は受入れに前向きな事業者が比較的

多いことから、原則、外部での資源化を図ることとする。一方で、焼却飛灰

は、焼却主灰と比較して受入先が限定されることから、原則、本市の最終処

分場で処分する。 

流動床式焼却の焼却飛灰については、ストーカ式焼却の焼却飛灰と同様に

受入先が限定されるが、ストーカ式焼却の焼却飛灰と比べて発生量が多いこ

とから、最終処分場の残余容量を考慮し、原則、外部での資源化を図ること

とする。 

ここで参考として、最終生成物（焼却主灰及び焼却飛灰）の受入料金につ

いて、事業者の回答をまとめたものを表 ９-４に示す。同表の受入料金は、

現時点における事業者の見積を整理したものであり、資源化方法の検討に当

たっては、経済性にも配慮する。 

 

４ 今後の課題  

前述のように、焼却灰等の外部での資源化に当たっては、資源化の方法やそ

の際のコストも含めた総事業費も考慮して処理方式を検討する必要がある。新

ごみ処理場の稼働開始までの期間に早い段階から資源化事業者との協議・調整

を行い、適切に資源化を図ることのできる環境の構築を行うこととする。 



 

62 

特に流動床式焼却の焼却飛灰は、現時点で引取実績のある資源化業者が少な

く、ストーカ式焼却の焼却飛灰と同等の性状という前提で受入料金をストーカ

式焼却の焼却主灰と比較して高めに設定している資源化事業者が存在する。一

方、本市の現ごみ処理場の処理方式が流動床式焼却であることから、現ごみ処

理場の処理飛灰を資源化事業者に事前に提供することで、受入料金等を精査し、

候補とする処理方式及び資源化方法を精査することが必要である。 

 

表 ９-４ 最終生成物の受入料金（単位：円/ｔ） 

処理費 輸送費 処理費 輸送費 処理費 輸送費

セメント原料化
24,000～
30,000

7,000～
30,000

40,000～
60,000

40,000
45,000～
51,000

40,000

外部溶融
40,500～
44,000

8,000～
17,500

50,500～
62,000

8,000～
17,500

47,000～
65,000

8,000～
17,500

外部焼成
25,000～
29,000

9,000～
18,000

33,000～
40,000

9,000～
18,000

40,000 9,000

焼却灰
焼却飛灰

（ストーカ）処理方法
焼却飛灰

（流動床）

 
 

５ マテリアルリサイクル推進施設における最終生成物の資源化  

(１) 資源化方法 

マテリアルリサイクル推進施設では、不燃ごみ及び粗大ごみから資源物（鉄

類とアルミ類）を選別し、資源化する。資源物の資源化方法を図 ９-３に示

す。 

 

選別方法

磁選機

資源物

鉄類

アルミ類

資源化方法

製鉄原料等

アルミ再生利用等アルミ選別機

 

図 ９-３ 資源物の資源化方法 

 

(２) 各資源化方法の概要 

ア 製鉄原料等 

鉄類は、有価物として取引され、製鉄原料、カウンターウェイト充填材、

非鉄金属精錬用還元剤等として使用される。 

イ アルミ再生利用等 

アルミ類は、有価物として取引され、アルミ製品に再生利用される。 

 

(３) 資源化の方向性 

マテリアルリサイクル推進施設から発生する最終生成物である鉄類及びア
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ルミ類は、一般的に有価物として資源化が可能であることから、原則、有価

物としての売却を行うこととする。 
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第１０章  防災機能 

１ 防災機能の目的  

国は、平成２５年（２０１３年）５月に閣議決定した「廃棄物処理施設整備

計画」の中で、基本理念の１つとして「災害対策の強化」を掲げ、平成３０年

（２０１８年）６月に閣議決定した「廃棄物処理施設整備計画」でも同じ理念

を掲げている。また、本事業が対象となる「循環型社会形成推進交付金制度」

において、平成２６年度（２０１４年度）からより多くの費用を交付するため

の要件として「整備する施設に関して災害廃棄物対策指針を踏まえて地域にお

ける災害廃棄物処理計画を策定して災害廃棄物の受け入れに必要な設備を備

えること」を加えている。 

さらに、「廃棄物処理施設整備計画」の中では地域に新たな価値を創出する

廃棄物処理施設として、地域の特性や必要性に応じて「災害時の防災拠点とし

ての活用」も言及している。環境省がとりまとめた「平成２５年度地域の防災

拠点となる廃棄物処理施設におけるエネルギー供給方策検討委託業務報告書

（平成２６年（２０１４年）３月 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団）」で

は、防災拠点となる施設の例を表 １０-１のように示すとともに、地域の防災

拠点としての廃棄物処理施設に求められる３つの機能を以下のように示して

いる。 

 

表 １０-１ 防災拠点となる施設の例 

① 災害対策の本部機能を有する施設 市役所、区役所、消防・警察など 

② 災害医療を行う施設 防災拠点病院など 

③ 避難所となる施設 社会福祉施設、学校施設、スポーツ施設など 

④ 復旧活動展開の基礎となる施設 廃棄物処理施設、水道、下水道などのインフラ 

⑤ 調達・救援物資を受け入れる施設 公園、緑地、大規模多目的ホールなど 

 

■地域の防災拠点としての廃棄物処理施設に求められる３つの機能 

① 強靭な廃棄物処理システムの具備  

廃棄物処理施設自体の強靭化に加え、災害時であっても自立起動・継

続運転が可能なこと及びごみ収集体制が確保されていること 

② 安定したエネルギー供給（電力、熱）  

ごみ焼却施設の稼働に伴い発生するエネルギー（電力、熱）を、災害

時であっても安定して供給できること 

③ 災害時にエネルギー供給を行うことによる防災活動の支援  

地域の防災上の必要に応じて、エネルギー供給により防災活動を支援

できること 
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このような背景を受けて、新ごみ処理場の施設整備方針では「市民に身近で

安全・安心を感じられる施設」として「新潟県中越沖地震を教訓にした災害に

強い強靭な施設とする」を掲げている。 

これらのことを踏まえ、新ごみ処理場における防災機能の基本的な方向性に

ついて整理することを目的とする。 

 

２ 廃棄物処理施設の強靭化（災害対策）  

(１) 震災対策 

ア 建築構造物の耐震対策 

「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」（環境省 令和元年

（２０１９年）５月改訂）に基づき、「建築基準法」「官庁施設の総合耐震・

対津波計画基準」等に準じた設計・施工を行う。 

建築基準法の耐震基準の概要を図 １０-１に示す。 

建築基準法では、「中規模の地震動（建築物の存在期間中に数度遭遇する

ことを考慮すべき稀に発生する地震動）に対してはほとんど損傷を生ずる

おそれのないこと、また、大規模の地震動（建築物の存在期間中に１度は

遭遇することを考慮すべき極めて稀に発生する地震動）に対して倒壊・崩

壊するおそれのないこと」を目指している。 

 

 

図 １０-１ 建築基準法の耐震基準の概要（国土交通省） 
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次に、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準における耐震安全性の目標

及び分類を表 １０-２に示す。 

 

表 １０-２ 耐震安全性の目標及び分類 
部
位

分類 耐震安全性の目標 備考

(1) 災害応急対策活動に必要な
施設のうち特に重要な施設

(2) 多量の危険物を貯蔵又は使
用する施設、その他これに
類する施設

(1) 災害応急対策活動に必要な
施設

(2) 地域防災計画において避難
所として位置付けられた施
設

(3) 危険物を貯蔵又は使用する
施設

(4) 多数の者が利用する施設。
ただし、分類Ⅰに該当する
施設は除く

・ 寄宿舎、共同住宅、宿舎、
工場、車庫、渡り廊下等

(1) 災害応急対策活動に必要な
施設

(2) 危険物を貯蔵又は使用する
施設

(3) 地域防災計画において避難
所として位置付けられた施
設

(1) 多数の者が利用する施設

(2) その他、分類Ⅰ以外の施設

甲類 -

乙類 -

重要度係数
1.5

重要度係数
1.25

重要度係数
1.0

Ａ類 - -

- -

・
・
・
・

・

・
・

・

一般庁舎
病院、保健所、福祉施設
集会所、会館等
学校、図書館、社会文化教
育施設等
大規模体育館、ホール施設
等
市場施設
備蓄倉庫、防災用品庫、防
災用設備施設等
上記の付属施設

Ⅲ類

大地震動により構造体の部
分的な損傷は生じるが、建
築物全体の耐力の低下は著
しくないことを目標とし、
人命の安全確保が図られる
ものとする

分類Ⅰ及びⅡ以外の施設 ※都市施設については別に考
慮する

構
造
体

(

基
礎
、

梁
、

床
な
ど

)
(

配
管

配
線
な
ど

)

建

築
設
備

対象とする施設

大地震動後、構造体の補修
をすることなく建築物を使
用できることを目標とし、
人命の安全確保に加えて十
分な機能確保が図られるも
のとする

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大きな補修を
することなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標とする

本庁舎、地域防災セン
ター、防災通信施設
消防署 、警察
上記の付属施設 (職務住
宅・宿舎は分類Ⅱ)

用途例

・

・
・

(

壁
、

天
井
な
ど

)

建
築

非
構
造
部
材

大地震動後、災害応急対策
活動や被災者の受け入れの
円滑な実施、又は危険物の
管理のうえで、支障となる
建築非構造部材の損傷、移
動等が発生しないことを目
標とし、人命の安全確保に
加えて十分な機能確保が図
られている

Ｂ類

大地震動により建築非構造
部材の損傷、移動等が発生
する場合でも、人命の安全
確保と二次災害の防止が図
られている

Ⅱ類

大地震動後、構造体の大き
な補修をすることなく建築
物を使用できることを目標
とし、人命の安全確保に加
えて機能確保が図られるも
のとする

Ⅰ類

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを目標とする

 
※出典：官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省）及び構造設計 

指針（東京都財務局 平成２８年（２０１６年）４月）を一部加工 

 

また、「平成２５年度地域の防災拠点となる廃棄物処理施設におけるエネ

ルギー供給方策検討委託業務報告書」の中で、廃棄物処理施設の耐震安全

性の分類について、建築構造体はⅡ類、建築非構造部材はＡ類、建築設備

は甲類とする考えが示されている。 

これらの内容を踏まえ、新ごみ処理場では、人命の安全確保に加え、ご

み処理機能の確保を図るため、建築構造物の耐震対策として３つの対策を

講じることとし、その対策を図 １０-２に示す。なお、重要度係数とは、
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施設の用途に応じて、建築基準法に基づく必要保有水平耐力（大地震時に

建築物が崩壊しないために要求される建物の耐力）を割り増すための係数

を指す。 

 

図 １０-２ 建築構造物の耐震対策 

 

イ プラント設備等の耐震対策 

エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアルに基づき、「火力発電所

の耐震設計規程 JEAC ３６０５」、「建築設備耐震設計・施工指針」等の基

準に準じた設計・施工を行う。 

また、近年の他自治体における動向を踏まえ、一定以上の地震発生時に

自動的に炉を停止するシステムも導入する。 

以上のことから、プラント設備等の耐震対策として３つの対策を講じる

こととし、その対策を図 １０-３に示す。 

 

図 １０-３ プラント設備等の耐震対策 

 

(２) 液状化対策 

「新潟県内液状化しやすさマップ（国土交通省北陸地方整備局 公益財団法

人 地盤工学会 北陸支部）」（平成２４年（２０１２年）７月）の抜粋を図 １

０-４に示す。 

「新潟県内液状化しやすさマップ」によると、建設用地は、液状化の可能

性が高い液状化危険度４のエリアとなっている。本マップは、あくまで既存

の地盤データを参照した多くの推定を含んだものであるため、今後、建設用

地の液状化については詳細な調査を行う。 

現時点では、建設用地は液状化の可能性が高いエリアと想定し、液状化対

策を実施する範囲を設定し、その範囲における液状化対策を検討することを

基本的な方向性とする。その内容を図 １０-５に示す。 

 

● プラント機器は、建築設備と同様に、耐震安全性「甲類」を満す。 

● プラント架構（ボイラ支持鉄骨など）は、「火力発電所の耐震設計規

程 JEAC ３６０５」又は建築基準法を適用して構造設計する。 

● 地震発生時に加速度２５０gal（震度５弱程度）計測時に自動的に炉

を停止するシステムとする。 

● 耐震安全性の分類を構造体Ⅱ類、重要度係数を１.２５とする。 

● 建築非構造部材は、耐震安全性「Ａ類」を満す。 

● 建築設備は、耐震安全性「甲類」を満す。 
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クリーンセンターかしわざき

 

図 １０-４ 新潟県内液状化しやすさマップ（柏崎地域） 

 

図 １０-５ 液状化対策 

 

(３) 浸水対策 

ア 津波対策 

「柏崎市津波ハザードマップ P：西中通地区」（平成２９年（２０１７年）

１１月）の抜粋を図 １０-６に示す。この津波ハザードマップは、平成２

９年（２０１７年）１１月に新潟県が公表した津波浸水想定の見直し結果

を基に、本市に最も影響があるとされた「Ｆ４１（上越・糸魚川沖）モデ

ル（マグニチュード７.６）」を想定している。 

津波ハザードマップにおいて、建設用地は津波による浸水は想定されて

いないことが確認できる。 

● 液状化対策の実施範囲 

  建築物及び構造物の設置区域並びに構内道路を液状化対策の検討対

象範囲とする。 

● 液状化対策の検討 

  今後、建設候補地における液状化判定の結果等を踏まえ、液状化対

策の具体的な実施範囲と方法を検討する。 
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建設用地

 

図 １０-６ 柏崎市津波ハザードマップ P：西中通地区（抜粋） 

 

イ 洪水対策 

「柏崎市洪水ハザードマップ：鯖石川（松波・中央）」（平成３０年（２

０１８年）１１月）の抜粋を図 １０-８に示す。この洪水ハザードマップ

の想定は、平成３０年（２０１８年）６月に新潟県が新たに指定した洪水

浸水想定を基に、現在の鵜川・鯖石川・別山川の整備状況で、１,０００年

に１回程度の大雨（鵜川：２日間雨量８９０ミリメートル、鯖石川・別山

川：１日雨量６６１ミリメートル）によって、それぞれの河川がはん濫し

た場合を想定した浸水区域と浸水の深さなどを示している。 

洪水ハザードマップでは、建設用地は津波による浸水は想定されていな

いが、一部、河岸侵食による家屋倒壊等氾濫想定区域になっていることが

確認でき、その対策を図 １０-７に示す。 

 

図 １０-７ 家屋倒壊対策 

● 建築物の保全 

  大雨による鯖石川の増水時に、河川が侵蝕された場合に備え、家屋

倒壊等氾濫想定区域に建築物を整備する場合には、必要な対策を講じ

る。 
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建設用地

 

図 １０-８ 柏崎市洪水ハザードマップ：鯖石川（松波・中央）（抜粋） 

 

(４) 停電対策 

エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアルに基づき、停電対策とし

て２つの対策を講じることとし、その対策を図 １０-９に示す。商用電源が

遮断した状態でも、１炉は必ず立ち上げて運転できる施設とし、２炉目まで

立ち上げて運転するかどうかは、今後検討する。 

 

図 １０-９ 停電対策 

 

(５) 断水対策 

エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアルに基づき、断水対策とし

て断水時にも運転が継続できるように図 １０-１０に示す対策を検討する。

なお、工事中も現ごみ処理場の稼働を確保するため、現ごみ処理場で利用す

るプラント用水もまかなえる沈砂槽を整備する計画である。現ごみ処理場で

の使用水量を考慮すると沈砂槽は、新ごみ処理場の７倍程度の容量となる見

● 始動用電源 

  商用電源が遮断した状態でも、１炉立ち上げることができる発電機

を設置する。発電機は、浸水対策が講じられた場所に設置する。 

● 燃料保管設備 

  始動用電源として用いる機器に応じた燃料種について、始動用電源

を駆動するために必要な容量を持った燃料貯留槽を設置する。 
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込みである。河川水のため、沈砂に時間を要し、これに約１日を見込むため、

結果的に７日分の容量を確保することとなる。 

図 １０-１０ 断水対策 

 

(６) その他の対策 

その他、災害時に滞りなくごみ処理を行うための対策として、エネルギー

回収型廃棄物処理施設整備マニュアル等に基づき、２つの対策を講じること

とし、その対策を図 １０-１１に示す。 

図 １０-１１ その他の対策 

 

３ 地域の「防災拠点」としてエネルギー供給等が行える施設  

(１) 防災拠点となる廃棄物処理施設等のイメージ 

「表 １０-１ 防災拠点となる施設の例」のとおり、「平成２５年度地域の

防災拠点となる廃棄物処理施設におけるエネルギー供給方策検討委託業務報

告書」では、防災拠点となる廃棄物処理施設等のイメージとして、「復旧活動

展開の基礎となる施設」と例示している。さらに、廃棄物処理施設からのエ

ネルギー供給先が防災拠点に該当する施設であれば、災害時における地域へ

の貢献度はより大きなものとなるとしている。 

新ごみ処理場では、平常時に加えて停電時においても自立的に発電を行う

ことができるという特色を生かし、災害時における「復旧活動展開の基礎と

なる施設」を基本的な方針として、検討を重ねていく。 

 

(２) 建設用地周辺の緊急避難場所及び避難所 

柏崎市では、災害が発生し、また発生するおそれがある場合に、危険から

逃れるために避難する場所として「緊急避難場所」を指定している。また、

● 薬剤、燃料等の備蓄 

  薬剤、燃料等の補給ができなくても、運転が継続できるよう、貯槽

等の容量を決定するものとする。なお、備蓄量は、「政府業務継続計画

（首都直下地震対策）」（平成２６年（２０１４年）３月）を踏まえ、

１週間程度とする。 

● 事業継続計画の策定 

  災害や疫病などの緊急事態が発生した際に、ごみ処理事業の継続や

復旧を速やかに遂行するための事業継続計画（Business continuity 

planning：ＢＣＰ）を策定する。 

● 断水対策 

  プラント用水の河川水が断水した場合に備え、１週間程度の用水を

確保できるように、１週間分の容量を確保した沈砂槽を整備する。 
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避難した者が災害の危険性がなくなるまでの必要な間、滞在する施設として

「避難所」を指定している。 

新ごみ処理場の建設用地は「緊急避難場所」として指定されており、近辺

には「緊急避難場所及び避難所」と指定されている西中通コミュニティセン

ター、松波コミュニティセンター、新潟県立はまなす特別支援学校、柏崎市

立槇原小学校及び柏崎市立松浜中学校があり、「避難所」と指定されている松

波保育園がある。（図 １０-１２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １０-１２ 新ごみ処理場建設用地周辺の緊急避難場所及び避難所 

 

(３) 他自治体における廃棄物処理施設の活用方法 

次の表 １０-３のように、すでに廃棄物処理施設を防災拠点として利活用

している事例がある。

松波保育園 

建設用地 

西中通コミュニティセンター 

はまなす特別支援学校 

：緊急避難場所 

：避難所 

：緊急避難場所及び避難所 

柏崎市立松浜中学校 

松波コミュニティセンター 

柏崎市立槇原小学校 
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表 １０-３ 防災拠点として利用している事例 

② 廃棄物処理施設から周辺地域へエネルギー供給する方法
　　近隣に電気あるいは温水を供給し、平常時は還元施設、災害時は防災拠点として利用する方法。
武蔵野市
新武蔵野クリーンセンター

・施設周辺に位置する、市役所・総合体育館・コミュニティーセンターに電力と蒸
　気を提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実績）

ふじみ衛生組合
クリーンプラザふじみ

・クリーンプラザふじみの道路を隔てた東側に整備中の、防災公園及び防災セ
　ンター機能を備えた多機能複合施設に、電力と温水を供給　　　　　　　　 　 （実績）

今治市
今治市クリーンセンター

・熊本地震発生後、緊急一時避難所として施設を開放し、地域住民を受け入れ
                                                                                               （実績）
・東日本大震災発生後、職員用の浴室及び休憩スペースを、地域住民やボラン
　ティアに開放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（実績）
・東日本大震災時に、ガソリンの供給が滞り、市民生活に支障をきたしたことを
　受け、電気自動車充電器などの生活系電力を確保できる設備を設置　（計画段階）
・災害時に施設内に滞在する見学者や従業員が施設外に避難できなくなった
　場合に、施設内に1日程度滞在できるよう防災備蓄倉庫等を設置       （計画段階）
・災害時、避難住民に入浴の提供
・避難場所の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（計画段階）
・先進的なランドマークとなる煙突
・320人が避難でき、7日間生活できる備蓄機能
・災害時に炊き出しが可能なIH調理設備
・災害時に風呂を開放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計画段階）

長岡市
新ごみ処理施設（仮称）

① 廃棄物処理施設を利用する方法
　　避難者に避難所等からごみ処理施設に訪問してもらい、食料等の備蓄品やごみ処理施設内で電力や熱を
　　提供する方法。
熊本市
西部環境工場
岩手沿岸南部広域環境組合
岩手沿岸南部クリーンセンター
岩手中部広域行政組合
岩手中部クリーンセンター
上越市
廃棄物処理施設

 

 

(４) 新ごみ処理場における防災拠点としての方向性 

以上のことから、地域防災計画への位置づけなども含め、以下の機能につ

いて、関係機関と協議・検討を重ねていく。 

【新ごみ処理場の施設利用（発災直後）】 

① 危険から逃れるための緊急避難場所  

② 災害発生時もしくは（発災時）に新ごみ処理場に避難してきた者のた

めの防災備蓄品整備  

【新ごみ処理場の施設利用（発災後の復旧活動展開時）】 

① 電力・温水の供給  
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第１１章  土木・建築計画 

１ 全体配置・動線計画  

(１) 全体配置計画の基本方針 

全体配置計画は、機能面、環境保全面、景観面、経済面等の様々な観点か

ら検討し、策定する必要がある。新ごみ処理場の建設用地は、南側の一部が

家屋倒壊等氾濫想定区域に該当しており、当該区域に建築物を整備する場合

には、必要な対策を講じたうえで利用する。このことも踏まえ、全体配置計

画の基本方針は、次に示すとおりとする。 

ア 工場棟は、エネルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル

推進施設で構成し、これらは合棟とすることを基本とする。 

イ 管理棟及び計量棟を工場棟と一体とすることも可能とする。 

ウ ごみ搬入が集中する時間において、搬入車両の渋滞によって、隣接道路

に影響を及ぼす事態を避けるため、車両出入口から進入時のごみ計量機ま

での待機長を十分に確保する。 

エ ごみ収集車、一般車等の安全を確保するために、工場棟の全周にわたり

時計回りの一方通行の周回道路を配置する。 

オ 工場棟等の配置については、日常の車両や職員の動線を考慮して合理的

に配置するとともに、定期整備、基幹改良整備等の際に必要なスペースや、

機器の搬入手段にも配慮する。 

カ 煙突は、外観・配置に十分配慮する。 

キ 敷地内に、定期点検整備、補修工事等の期間中に仮設事務所を設置でき

るスペースを確保する。 

ク 居室部分は、機能・居住性を十分考慮するとともに、明るく清潔なイメ

ージとし、採光、バリアフリーを考慮して計画する。 

ケ 周辺環境に調和し、景観に配慮した施設とする。 

 

(２) 施設及び動線の構成 

ア 施設の構成 

新ごみ処理場は、工場棟等の建築物と、洗車場、駐車場、構内道路、緑

地等の付帯施設で構成する。 

イ 動線の構成 

新ごみ処理場の動線は、車両動線と一般来場者動線に大きく区分できる。

さらに、車両動線は、その目的によって、ごみ収集車、直接搬入車、最終

生成物搬出車、メンテナンス車、一般車等に区分できる。 

① ごみ収集車   ：ステーション方式によりごみを収集するための車

両及び許可業者の車両 

② 直接搬入車   ：住民及び事業者が新ごみ処理場にごみを直接搬入

するための車両 

③ 最終生成物搬出車：処理に伴い発生する最終生成物を搬出するための
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車両 

④ メンテナンス車 ：施設を維持管理するための車両 

⑤ 一般車等    ：見学用車両、その他一般車両 

 

(３) 動線計画の基本方針 

動線計画は、機能面、安全面等の観点から検討し、策定する必要がある。

特に、一般来場者の安全を確保するために、動線計画の基本方針は、次に示

すとおりとする。 

ア 車両動線計画 

① 車両動線は、一方通行とし、可能な限り交差しないこととする。  

② 一般車等動線は、原則としてごみ収集車、搬入出車動線と分離する。  

イ 見学者動線計画 

① 見学者動線は、研修室を起点とした効率的な見学ルートを確保するよ

う計画するとともに、適所に見学だまり及び場内案内説明装置を設け

る。  

② 見学者動線と作業員動線を分離する。  

③ 見学者通路は広く、明るく、無臭とする。  

 

(４) 全体配置・動線計画図 

「(１)全体配置計画の基本方針」及び「(３)動線計画の基本方針」に基づ

き、現時点で想定する全体配置・動線計画図（案）を図 １１-１に示す。 

現状の建設用地では、新ごみ処理場の整備に必要な最低限の用地は確保で

きているが、用地が限られていることから次のような課題が想定される。 

・車両出入口から進入時のごみ計量機までの待機長を十分に確保すること

が難しい。 

・一般来場者が工場棟に向かう際に車両動線を横切る動線、配置になりや

すい。 

今後、詳細な検討を進めるに当たっては、機能面や安全性に配慮した全体

配置や動線等の計画を可能にするために、目的に応じた家屋倒壊等氾濫想定

区域の活用や隣接土地の購入による建設用地の確保など、課題解消に向けて

検討を進めていく。 
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図 １１-１ 全体配置・動線計画図（案）
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２ 土木計画  

(１) 外構施設 

外構施設として、構内道路、構内駐車場、構内給排水設備、植栽・芝張、

外灯、門・囲障、ロードヒーティング等を設ける。 

 

(２) 駐車場計画 

駐車場として、従業員駐車場、一般来場者用駐車場、市職員用駐車場を設

ける。各駐車場の必要台数は、概ね次のとおりとする。 

ア 従業員駐車場（乗用車）    ：従業員の必要台数 

イ 一般来場者用・市職員用駐車場（乗用車） ：３５台程度（車いす用    

駐車場２台含む） 

ウ 一般来場者用駐車場（大型バス）  ：２台 

 

(３) ロードヒーティング 

構内道路等動線上有用な部分には、新ごみ処理場の排熱を最大限活用した

ロードヒーティング設備を設けることを基本とする。 

 

３ 建築計画  

(１) 躯体構造 

工場棟の躯体構造は、安全性、経済性及び工期も考慮して、ＲＣ造（鉄筋

コンクリート造）とＳ造（鉄骨造）の混合構造とする。ただし、工場棟では、

クレーンの脱輪防止のため、ごみピット及び灰ピットの躯体は、クレーン受

梁以上の高さまでＳＲＣ造（鉄骨鉄筋コンクリート造）又はＲＣ造（鉄筋コ

ンクリート造）とする。 

 

(２) 工場棟設備及び諸室 

工場棟は各種設備で構成され、焼却炉その他の機器を収容する各室は流れ

に沿って設けることとする。これに付随して、各設備の操作室（中央制御室、

クレーン運転室等）や作業員のための諸室（事務室、休憩室、工作室、倉庫、

湯沸かし室、便所等）、見学者用スペース、空調換気のための機械室、防臭区

画としての前室等を有効に配置することとする。 

これらの諸室は、平面的だけでなく、配管、配線、ダクト類の占めるスペ

ースや機器の保守点検に必要な空間を含め、立体的なとらえ方で運転・維持

管理、日常動線、見学者対応等を考慮して配置する。 

 

(３) 管理棟 

管理棟は、日常動線、居住性、見学者対応等を考慮して配置する。主な諸

室の収容人数又は必要面積は次のとおりとする。 
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ア 市事務室  ：２３名程度（男女の更衣室及び給湯室含む。） 

イ 研修室  ：５０名程度 

ウ 小会議室  ：２０名程度 

エ 書庫   ：５０m2 程度 

オ 倉庫   ：３０m2 程度 

カ 防災備蓄倉庫 ：２５m2 程度 

 

(４) 洗車設備 

洗車設備は、ごみ収集車等が２台同時に洗車できる３方壁付きスペースを

確保する。 

 

(５) プラットホーム 

プラットホームは、ごみ収集車だけでなく、直接搬入車もごみの荷下ろし

作業を行う場所となるため、特に安全への配慮が重要である。このため、基

本的に一方通行方式を採用するものとし、ごみを荷下ろすために切り返しを

行っている車の脇を、別の車が直進して通行できるための幅を確保するため、

１８m 以上の幅を確保する。 

 

(６) 受入ヤード 

燃やさないごみ及び粗大ごみ、剪定枝・庭の草の受入ヤード面積について

検討する。 

ア 燃やさないごみ及び粗大ごみ 

マテリアルリサイクル推進施設の緊急点検並びに補修は２日程度で行え

る場合が多く、それ以上に施設を休止することを想定して受入ヤードの容

量を設定することは非経済的となる可能性が高い。マテリアルリサイクル

推進施設で処理を行う燃やさないごみ及び粗大ごみについては、搬入量の

変動も考慮して、それぞれ計画日平均搬入量の２日分を必要ヤード容量と

設定する。また、受入ヤードへのごみの貯留は、ショベルローダ等を用い

て積上げることを想定する。ここでは、周囲３方を壁で囲まれたヤードに

貯留する前提で、積上げ高さの平均値を１.５ｍとして、面積を算定する。 

 

イ 剪定枝・庭の草 

剪定枝・庭の草は、エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理対象物であ

るが、マテリアルリサイクル推進施設の低速回転破砕機で一次破砕をした

後にごみピットへ投入する計画である。したがって、燃やさないごみ及び

粗大ごみと同様の考え方の下、計画日平均搬入量の２日分を必要ヤード容

量として設定する。ただし、剪定枝・庭の草については、冬季を除いた期

間（３月～１２月）に収集を行う予定であることから、計画日平均搬入量

はこのことを考慮して設定する。また、受入ヤードへのごみの貯留の考え

方は、燃やさないごみ及び粗大ごみと同様とする。 
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ウ 受入ヤード面積 

燃やさないごみ及び粗大ごみ、剪定枝・庭の草の受入ヤード面積は、そ

れぞれ表 １１-１及び表 １１-２に示すとおりとする。 

 

表 １１-１ 燃やさないごみ及び粗大ごみの受入ヤード面積 

計画処理量
計画日平均

搬入量
単位体積

重量

必用受入
容量

（2日分）

積上高さ
（参考）

必要受入
ヤード面積
（参考）

(t/年) (t/日) (t/m3） （m3) (m) (m2)

燃やさないごみ及び粗大ごみ 1,213 3.9 0.05 156.0 1.5 110

品目

 

※１：計画日平均搬入量は、日曜、年末年始の計５７日間は搬入が無いものとして算出した。 

 

表 １１-２ 剪定枝・庭の草の受入ヤード面積 

搬出量実績
計画日平均

搬入量

必用受入
容量

（2日分）

積上高さ
（参考）

必要受入
ヤード面積
（参考）

(ｍ3/年) (ｍ3/日) （m3) (m) (m2)

剪定枝・庭の草 6,172 30.4 60.8 1.5 41

品目

 
※１：搬出量実績は、平成２８年度（２０１６年度）～平成３０年度（２０１８年度）の平均

値とした。 
※２：剪定枝・庭の草は、冬季を除いた期間（３月～１２月）に収集を行うことを前提として

いる。 
※３：計画日平均搬入量は、３月～１２月における土曜、日曜、祝日、年末の計１０３日間は

搬入が無いものとして算出した。 
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第１２章 環境学習機能計画 

１ 環境学習機能の位置付け  

環境省の中央審議会では、環境学習について、「環境に関心を持ち、環境に

対する人間の責任と役割を理解し、環境保全活動に参加する態度や問題解決に

資する能力を育成すること」を通じて、国民一人ひとりを「具体的行動」に導

き、持続可能なライフスタイルや経済社会システムの実現に寄与するものとし

ている。 

廃棄物処理施設は、施設見学を受け入れることにより、循環型社会形成推進

をはじめ、環境問題についての学習機会を提供できる施設であり、小学４年生

の社会科学習では現ごみ処理場の見学を取り入れている。 

 

２ 環境学習機能のコンセプト  

本市は、新ごみ処理場の施設整備方針の一つとして掲げた「ふるさとの環境

を守る施設」では、「児童・生徒をはじめ、循環型社会の推進や環境問題につ

いて学べる施設とする」、「温暖化対策や生物多様性の保全に対する意識啓発、

不法投棄防止と環境美化の推進など、豊かな自然環境を維持・保全するための

拠点とする」としている。 

これらを踏まえ、新ごみ処理場では、環境を取り巻く課題等について、次の

３つを環境学習のコンセプトに掲げ、普及、啓発を行う。 

(１) 子どもたちが環境のことを考えるきっかけの場 

地球温暖化やごみの減量は世界共通の大きな課題となっている。児童・生

徒が廃棄物の処理過程を知ることをきっかけとして、環境への問題意識を醸

成し、身近に感じながら学ぶことができる施設とする。 

 

(２) 市民との協働の場 

ごみの減量・資源化とともに、地域の環境美化を一層推進するためには市

民・事業者の協力が不可欠である。クリーンデー柏崎やボランティア清掃等

の協働事業の実践、３Ｒの取組をはじめとするごみ減量対策や不法投棄防止

の取り組みなどの啓発活動を通じて、市民との協働による廃棄物処理の拠点

として情報発信機能を備えた施設とする。 

 

(３) 再生可能エネルギー活用のシンボル 

地球温暖化は、世界的規模で年々深刻度を増しており、その対応は喫緊の

課題となっている。新たなエネルギーのまち柏崎の創生に向け、廃棄物処理

エネルギー回収をはじめとする、再生可能エネルギーから生み出される低炭

素なエネルギーを活用する仕組みについて学べる施設とする。 

 



 

81 

３ 啓発設備  

「２ 環境学習機能のコンセプト」に基づき、新ごみ処理場における啓発設

備の内容は、次に示す方針に基づくものとする。なお、新ごみ処理場の長期間

の運用を考慮し、陳腐化に配慮した整備及び運用を行っていく。 

(１) 新ごみ処理場見学・環境学習 

ア 主要設備・機器の見学 

① 新ごみ処理場の内部を見せる工夫を行う。  

イ 学習設備 

① 実物を見学できない設備・機器説明のための映像設備を設置する。  

② コンセプトに沿った体験型学習設備を設置する。  

ウ 見学ルート 

① 廃棄物処理の工程が分かりやすいように考慮する。  

② 楽しみながら分かりやすく環境について学習できる仕組みを構築する。 

エ その他 

① 施設説明用のパンフレット及び電子媒体（ＤＶＤ等）を子供用、大人

用の２種類作成する。  

(２) 情報公開 

ア 排ガス中の有害物質濃度の表示 

① 排ガス中の有害物質濃度を連続測定し、測定結果をモニター等で常時

公開する。  

イ 発電量の表示 

① 発電量、消費電力量を連続測定し、測定結果をモニター等で常時公開

する。  
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第１３章 事業方式及び財政計画  

１ 事業方式  

(１) 事業方式検討の目的 

廃棄物処理施設は、多数の設備を有した施設であり、他の公共施設と比較

すると、運営費に占める設備の維持管理費用の割合が大きいことから、運営

費が高額となる特徴がある。 

その要因の一つとして、廃棄物処理施設は、化学機械、電気、機械工学等

を総合化した高度な技術により整備されており、当該施設の設計・建設メー

カーが維持管理のノウハウを有していることから、維持管理の発注は設計・

建設メーカーに単年度の随意契約で発注することが多く、価格面での競争性

が働きづらい構造となっていることが挙げられる。 

また、環境省は、「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き（平成

１８年（２００６年）７月）」の中で、競争性・透明性の向上、公平性確保の

ための入札・契約の改善方策として、廃棄物処理施設に係る発注方法につい

ては、施設の設計・建設だけでなく長期的な運営を含めた一体的な発注を行

うことが望ましいとしている。 

こうした状況の中、表 １３-１に示すように廃棄物処理施設の整備・運営

事業において公設民営方式等の民間活力を導入した事業方式を採用する地方

自治体が増加している。特に廃棄物処理施設では公設民営方式であるＤＢＯ

方式を採用する自治体が増えている。 

 

表 １３-１ 近年の廃棄物処理施設整備・運営事業における事業方式の内訳 

BTO
方式

BOT
方式

BOO
方式

小計

平成22（2010） 7 6 1 0 0 1 14

平成23（2011） 8 5 0 0 0 0 13

平成24（2012） 9 11 0 0 0 0 20

平成25（2013） 12 12 0 0 0 0 24

平成26（2014） 7 4 0 0 0 0 11

平成27（2015） 10 9 1 0 0 1 20

平成28（2016） 4 12 0 0 0 0 16

平成29（2017） 3 14 1 0 0 1 18

平成30（2018） 4 11 0 0 0 0 15

合計 64 84 3 0 0 3 151

合計

民設民営方式

年度 公設公営方式
公設民営方式
（DBO方式）

 

※新聞情報や自治体 HP を基に整理したもので、すべての事業を網羅していない可能性がある。 
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(２) 事業方式の種類

事業方式は、実施主体、役割分担の違い等により、従来方式といわれる「公

設公営方式」のほか、民間活力を利用した「公設＋長期包括運営委託方式」、

「公設民営方式（ＤＢＯ）」及び「民設民営方式（ＰＦＩ）」があり、事業方

式別の役割分担を表 １３-２に整理する。 

なお、公共と民間事業者がそれぞれ出資者として新たな組織を作り、その

組織が廃棄物処理施設の整備・運営事業又はその一部を担う、いわゆる第三

セクター方式は、公共と民間事業者の役割分担・リスク分担が曖昧となるこ

とから、廃棄物処理施設整備・運営事業では採用されていない。 

表 １３-２ 事業方式別の役割分担 

事業方式 

役割分担 

計画 

策定 

資金 

調達 

設計 

建設 

維持

管理 

運営 

所有 
運営 

モニタ

リング

最終 

生成物※ 

処理 

責任 

建設中 運営中 

運営 

終了後 

公設公営 公共 公共 公共 公共 公共 公共 公共 公共 公共 

公設＋ 

長期包括 

運営委託

方式 

公共 公共 公共 民間 公共 公共 公共 公共 公共 

公設民営 

(DBO) 
公共 公共 民間 民間 公共 公共 公共 公共 公共 

民
設
民
営
（
PFI
） 

BTO 公共 民間 民間 民間 民間 公共 公共 

公共 

＋ 

金融機関 

公共 

BOT 公共 民間 民間 民間 民間 民間 公共 

公共 

＋ 

金融機関 

公共 

BOO 公共 民間 民間 民間 民間 民間 民間 

公共 

＋ 

金融機関 

公共 

※最終生成物･･･廃棄物処理施設において処理後に発生する焼却灰等は、第三者に有償売却でき

ない生成物であり、処理責任が発生する。 
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(３) 事業方式の特徴 

ア 公設公営方式（直営方式） 

「公設公営方式（直営方式）」は、図 １３-１に示すように公共が施設の

設計・建設を行い、公共自らが施設を所有したうえで、施設の運転は自ら

が行い、維持管理業務を委託して実施する方式である。 

公 共

建設企業

建設工事請負契約

施設所有

建設工事 運転管理

公共職員
自ら実施

維持管理

物品・用役調達業務
委託契約

維持管理企業

補修工事請負契約

建設企業等

設計・建設 運転・維持管理
 

図 １３-１ 「公設公営方式（直営方式）」のスキーム図の一例 

 

イ 公設公営方式（単年度委託方式） 

「公設公営方式（単年度委託方式）」は、図 １３-２に示すように公共が

施設の設計・建設を行い、公共自らが施設を所有したうえで、施設の運転

及び維持管理（以下「運営業務」という。）を単年度ごとに委託して実施す

る方式である。 

公 共

建設企業

建設工事請負契約

維持管理

施設所有

設計・建設

建設工事

物品・用役調達業務
委託契約

運転企業

運転管理業務
委託契約

運転・維持管理

運転管理

維持管理企業

補修工事請負契約

建設企業等

 

図 １３-２ 「公設公営方式（単年度委託方式）」のスキーム図の一例 

 

ウ 公設＋長期包括運営委託方式 

「公設＋長期包括運営委託方式」は、図 １３-３に示すように施設の性

能を規定したうえで設計・建設を一括発注し、公共の所有の下で施設の運

営業務を民間事業者に複数年かつ包括的に責任委託する方式である。 
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公設公営方式と比べ、運営業務も性能規定とすることで民間事業者の責

任範囲を広くし、創意工夫を発揮させやすくするものである。 

 

図 １３-３ 「公設＋長期包括運営委託方式」のスキーム図の一例 

 

エ 公設民営方式（ＤＢＯ） 

「公設民営方式（ＤＢＯ）」は、図 １３-４に示すように公共の所有の下

でこれから新たに整備する施設において、その整備と長期包括運営委託に

よる運営業務を一括発注・契約する方式である。 

民間事業者に設計・建設・運営業務を性能規定により一括発注するため、

業務の関連性・一体性及び長期事業期間を視野に入れた創意工夫を期待す

るものである。 

そのため、事業全体のスキーム（枠組み）を規定した「基本契約」、プラ

ントメーカーへの設計・建設の一括発注を規定した「建設工事請負契約」

及び運営業務を長期包括的に委託することを定めた「運営業務委託契約」

を同時に締結する。基本契約により設計・建設・運営業務までを含めた一

括発注・契約を行うが、建設工事請負契約と運営業務委託契約の企業は分

かれており、支払いもそれぞれの業務に応じて行うことになる。 
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図 １３-４ 「公設民営方式（ＤＢＯ）」のスキーム図の一例 

 

オ 民設民営方式（ＰＦＩ） 

「民設民営方式（ＰＦＩ）」は、図 １３-５に示すように民間事業者が施

設を設計・建設し、さらに、その施設の運営を長期包括的に実施する方式

である。公設民営方式（ＤＢＯ）と異なり、公共と民間事業者（特別目的

会社（ＳＰＣ））との契約は事業契約の１契約のみとなる。 

民間事業者は、資金の調達を自ら金融機関の融資を受けることで行う。

公共から民間事業者への委託料支払は、「ごみ処理」という公共サービス提

供に対する対価の支払いとして実施する。そのため、設計・建設費用につ

いても運営費用と合わせて運営期間にわたって平準化して支払うこととな

る。 

民設民営方式（ＰＦＩ）は、施設の所有権移転の時期に応じてＢＴＯ方

式、ＢＯＴ方式及びＢＯＯ方式に区分できる。 
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公 共

建設企業

事業契約

特別目的会社
（ＳＰＣ）

出資

建設工事
請負契約

物品・用役調達
業務委託契約

補修工事
請負契約

維持管理企業

建設企業等

金融機関 出資者

配当融資 元利償還

 

図 １３-５ 「民設民営方式（ＰＦＩ）」のスキーム図の一例 
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２ 財政計画  

(１) 財政計画の目的 

廃棄物処理施設は、設計・建設及び運営において多額の経費を必要とする

施設であり、新ごみ処理場の整備方針の１つである「経済性に優れた施設」

の実現に向けて、全体事業費の財源内訳を整理することを目的とする。 

 

(２) 概算事業費 

ア 事業者への技術調査等に基づく整理 

プラントメーカーへの技術調査及び最終生成物資源化事業者へのアンケ

ート調査に基づく本事業の設計・建設費、２０年間における運営費及び外

部資源化委託費を表 １３-３に示す。各プラントメーカー見積額の平均値

から施設規模単価を算出すると、設計・建設費は１６０，０００千円／ｔ、

運営費は７，５００千円／ｔ・年となる。 

 

表 １３-３ 技術調査依頼に基づく整理 

（税抜き） 

費目 価格 

準備工事費 440,000 千円 

設計・建設費 13,800,000 千円 

２０年間の施設運営費 12,900,000 千円 

外部資源化委託費 1,390,000 ～ 3,140,000 千円 

※準備工事費は、浄化槽及び沈砂槽整備工事費、仮設計量棟及び仮設事務所棟整備工事費 

及びし尿処理施設解体工事費の合計 

※２０年間の施設運営費は、人件費、需用費、維持管理費、測定試験費等の合計 
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イ 他自治体の事例 

他自治体の事業における入札公告年度別の予定価格設定状況を表 １

３-４に示す。 

 

表 １３-４ 入札公告年度別の予定価格設定状況（５０～１２０ｔ/日） 

（税抜き） 

入札公告年度 
予定価格単価 

設計・建設費 運営費 

平成 26 年度（2014 年度） 約 74,000 千円/ｔ 約 4,100 千円/ｔ・年 

平成 27 年度（2015 年度） 約 85,000 千円/ｔ 約 3,800 千円/ｔ・年 

平成 28 年度（2016 年度） 約 97,000 千円/ｔ 約 4,800 千円/ｔ・年 

平成 29 年度（2017 年度） 約 97,000 千円/ｔ 約 4,800 千円/ｔ・年 

平成 30 年度（2018 年度） 約 106,000 千円/ｔ 約 4,600 千円/ｔ・年 

平成 31 年度（2019 年度） 約 118,000 千円/ｔ 約 4,700 千円/ｔ・年 

※１ 単価算出に用いた施設規模は、エネルギー回収型廃棄物処理施設とマテリアルリサ

イクル推進施設等の合計値を採用している。 

※２ 「ストーカ式焼却炉」を含むごみ処理方式を採用している事例より、平均値を算出

している。 

※３ 他自治体のホームページで公表している資料から整理しているため、全事業を網羅

していない可能性がある。 

 

平成２３年（２０１１年）に発生した東日本大震災からの復興事業や令

和２年（２０２０年）に予定されている東京オリンピック開催に向けた各

事業により、労務費単価、資材単価等は、急激な上昇傾向にある。 

このことから、設計・建設費の予定価格が確認できる事例で、過去６年

間の設計・建設費の予定価格を整理すると、平成２６年度（２０１４年度）

の１トン当たり約７４,０００千円から平成３１年度（２０１９年度）の１

トン当たり約１１８,０００千円と、年々上昇している。 

また、運営費の予定価格が確認できる事例で、過去６年間の運営費の予

定価格を整理すると、概ね３,８００千円/ｔ・年～４,８００千円/ｔ・年

で推移している。 

 

ウ 概算事業費の算出 

設計・建設費及び２０年間の運営費は、プラントメーカーからの見積額

が、近年の同規模他事例における予定価格設定状況よりも高額であった。

プラントメーカーへのヒアリングにより、本事業特有のコスト増となる要

因ではなく、本事業の発注までに数年の期間があり、近年は物価の上昇が

続いていることから、見積額にそれらが反映されているものと考える。 
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したがって、現時点では近年の他自治体での予定価格設定状況を踏まえ、

直近の平成３１年度（２０１９年度）における他自治体の予定価格単価を

基に本事業の設計・建設費及び２０年間における運営費の概算事業費を表 

１３-５に示す。 

なお、概算事業費は、現段階の調査結果であるため、実際の予定価格や

落札価格は、今後の社会情勢や経済情勢の変化、施設内容や運営の詳細仕

様等によって変わることを想定している。 

なお、発電による余剰電力をすべて売電した場合には、２０年間で約６

６６,０００千円の収入を見込んでいる。 

 

表 １３-５ 概算事業費 

（税抜き） 

区分 費用 

準備工事費 440,000 千円 

設計・建設費 9,420,000～10,650,000 千円 

20 年間の運営費 7,330,000～ 9,200,000 千円 

外部資源化委託費 1,390,000～ 3,140,000 千円 

合計 18,580,000～23,430,000 千円 

売電収入（20 年間） 666,000 千円 

※準備工事費は、浄化槽及び沈砂槽整備工事費、仮設計量棟及び仮設事務所棟整備工事費 

及びし尿処理施設解体工事費の合計 

※設計・建設費及び２０年間の運営費は、平成３１年度（２０１９年度）に入札公告し

た４事例の予定価格単価の最低値から最高値の幅とした。 

※２０年間の施設運営費は、人件費、需用費、維持管理費、測定試験費等の合計 

※売電収入は、JEPX 市場価格の平成２８年度（２０１６年度）～平成３１年度（２０１

９年度）の１月１４日までのシステムプライスの平均より算出 

 

エ 財源内訳 

本事業の設計・建設費は、環境省の廃棄物処理施設に係る交付金（補助

金）制度の対象事業であり、交付金制度には、「循環型社会形成推進交付金」

「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」「廃棄物処理施設整備交付金」が

ある。また、補助金制度として「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」

がある。それぞれの交付金、補助金制度において、要件や交付率（補助率）、

交付（補助）対象事業範囲が異なる。今後、交付金（補助金）制度の変更

等により、最終的にどの制度を適用するかは未定であるため、現時点では、

循環型社会形成推進交付金を前提として整理する。本事業の準備工事費及

び設計・建設費における財源内訳を表 １３-６に示す。また、その財源内

訳の概念図を図 １３-６に示す。
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表 １３-６ 準備工事費及び設計・建設費の財源内訳 

（単位：千円、税抜き） 

項 目 内 訳 備 考 

準備工事費 440,000 
プラントメーカーへの技

術調査の結果より整理 

設計・建設費 9,420,000 ～ 10,650,000 

直近の平成 31 年度（2019

年度）における他自治体

の予定価格単価より整理 

準備工事費＋ 

設計・建設費 
① 9,860,000 ～ 11,090,000 

準備工事費と設計・建設

費の合計 

交
付
金 

対象 

事業 

交付率 1/2 ② 2,330,000 ～ 2,620,000 プラントメーカー各社の

①に対する各種交付金の

割合の平均より整理 

交付率 1/3 ③ 5,500,000 ～ 6,180,000 

対象外事業 ④ 2,030,000 ～ 2,290,000 

財
源
内
訳 

交付金相当額 ⑤ 3,000,000 ～ 3,370,000 ②×1/2＋③×1/3 

地方債相当額 ⑥ 5,870,000 ～ 6,600,000 
(②＋③－⑤)×90% 

＋④×75% 

一般財源相当額 ⑦ 990,000 ～ 1,120,000 ①－⑤－⑥ 

 

交付金対象事業

【②＋③】

交付金対象外事業

【④】

地方債

【⑥の一部】

一般財源

【⑦の一部】75％

25％

地方債

【⑥の一部】

一般財源

【⑦の一部】

10％

交付金

【⑤】

90％

 

図 １３-６ 準備工事費及び設計・建設費の財源内訳の概念図 
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第１４章  事業スケジュール  

新ごみ処理場は、令和１１年度（２０２９年度）からの稼働を目指し、表 １

４-１に示すとおり各種計画策定、調査実施を行い、令和７年度（２０２５年度）

からの設計・施工着手を目指す。 

 

表 １４-１ 事業スケジュール 
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